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【開催日】 平成２６年１２月２日 

【開催場所】 第１委員会室 

【開会・散会時間】 午前１０時～午後５時２７分 

【出席委員】 

委 員 長 下 瀬 俊 夫 副 委 員 長 矢 田 松 夫 

委 員 石 田 清 廉 委 員 岩 本 信 子 

委 員 小 野  泰 委 員 三 浦 英 統 

委 員 吉 永 美 子   

 

【欠席委員】 

 なし 

 

【委員外出席議員等】 

議   長 尾 山 信 義   

 

【執行部出席者】 

健 康 福 祉 部 長 河 合 久 雄 国 保 年 金 課 長 吉 岡 忠 司 

国保年金課国保係長 大 濵 史 久 国保年金課年金高齢医療係長 三 隅 貴 恵 

国保年金課特定健診係長 岡 﨑 さゆり 高 齢 障 害 課 長 兼 本 裕 子 

高齢障害課主査兼高齢福祉係長 坂 根 良太郎 高齢障害課主査兼介護保険係長  河 上 雄 治 

高齢障害課介護保険係主任 松 本 啓 嗣 地域包括支援センター所長 尾 山 貴 子 

地域包括支援センター主任 荒 川 智 美 市 民 生 活 部 長 川 上 賢 誠 

市民生活部次長兼環境課長 佐久間 昌 彦 環 境 課 主 幹 渡 邉 育 学 

環境課主査兼生活衛生係長 木 村 清次郎 こども福祉課長 川 﨑 浩 美 

こども福祉課主幹 河 口 修 司 こども福祉課主査兼保育係長 金 子 悦 美 

健康福祉部次長兼社会福祉課長 伊 藤 雅 裕 社会福祉課主査兼地域福祉係長 吉 村 匡 史 

企画課行革推進係長  別 府 隆 行 企画課行革推進係 竹 内 広 明 

 

【事務局出席者】 

事 務 局 長 古 川 博 三 庶 務 調 査 係 長 島 津 克 則 

 

【付議事項】 

 

１ 議案第８３号 平成２６年度山陽小野田市国民健康保険特別会計補正予

算（第２回）について（国保） 
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２ 議案第８５号 平成２６年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計補正

予算（第２回）について（国保） 

 

３ 議案第９７号 山陽小野田市国民健康保険条例の一部を改正する条例の 

制定について（国保） 

 

４ 議案第８４号 平成２６年度山陽小野田市介護保険特別会計補正予算 

（第３回）について（高齢） 

 

５ 議案第９２号 山陽小野田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営

並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定める条例の制定に

ついて（高齢） 

 

６ 議案第９３号 山陽小野田市介護保険条例の一部を改正する条例の制定

について（高齢） 

 

７ 議案第９４号 山陽小野田市地域包括支援センターの人員等に関する条

例の制定について（高齢） 

 

８ 議案第９１号 山陽小野田市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部

を改正する条例の制定について（環境） 

 

９ 議案第１０１号 山陽小野田市斎場の指定管理者の指定について（環境） 

 

１０ 議案第９５号 山陽小野田市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に 

関する基準を定める条例の制定について（こども） 

 

１１ 議案第９６号 山陽小野田市児童クラブ条例の一部を改正する条例の制 

定について（こども） 

 

１２ 議案第１０２号 山陽小野田市中央福祉センターの指定管理者の指定につ

いて（社会福祉） 

 

 

午前１０時 開会 
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下瀬俊夫委員長 おはようございます。ただいまから民生福祉常任委員会を始

めたいと思います。きょうは審査番号、議案番号に沿って審査いたしま

す。それでは第８３号から審査に入りたいと思います。それでは執行側

の説明を求めたいと思います。 

 

吉岡国保年金課長 それでは、議案第８３号平成２６年度山陽小野田市国民健

康保険特別会計補正予算第２回について御説明します。今回の補正は、

歳入歳出とも３億９６０万８，０００円を増額し、総額７８億４，３７

７万４，０００円とするものでございます。歳出から御説明いたします。

１１、１２ページをお開きください。２款１項１目一般被保険者療養給

付費及び２目退職被保険者等療養給付費につきましては、補正はなく、

財源内訳の修正でございます。５目審査手数料は手数料の不足により５

０万６，０００円を増額するものです。３款１項１目後期高齢者支援金

は額の確定により２９万８，０００円を増額するものです。１３、１４

ページをお開きください。４款１項１目前期高齢者納付金４万５，００

０円の増額、５款１項１目老人保健事務費拠出金１万６，０００円の減

額、６款１項１目介護納付金の３３万７，０００円の減額は、額の確定

によるものです。１５、１６ページをお開きください。８款２項２目は

り・きゅう施術費は国保被保険者が市の認定するはり・きゅう施術所で

市が発行した割引券を提示すれば、一定額の補助を受けて利用すること

ができるというものですが、今年度は利用者が増加しており、１８万９，

０００円の増額となっております。９款１項１目基金積立金は２億５，

４７６万円増額しております。この内訳としては、預金利息が５万円、

計画的な積み立てが１億５，０００万円、保険料の留保分が１億４７１

万円となっており、今回の積み立てにより基金残高は６億３，８１５万

４，１８８円となります。次に１０款１項３目過年度支出金が５，４１

６万３，０００円の増額となっております。内訳は、平成２３年度療養

給付費負担金償還金が３万７，５７６円、平成２５年度療養給付費負担

金償還金が５，４０８万２，３２５円、平成２５年度高齢者医療円滑化

補助金償還金が４万３，０００円となっております。次に歳入について

御説明いたします。７、８ページをお開きください。保険料については、

９月末の保険料の調定額にそれぞれ見込みの収納率を乗じて、当初予算

から差し引いて差額を補正予算として算出しております。１款１項１目

一般被保険者国民健康保険料１節医療給付費現年度分は１，３１３万３，

０００円の減額、２節後期高齢者支援金分現年度分は３７５万３，００

０円の増額、３節介護納付金現年度分は３２７万５，０００円の増額と

なっております。２目退職被保険者等国民健康保険料１節医療給付費現
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年度分は２，０２３万７，０００円の減額、２節後期高齢者支援金分現

年度分は５８０万円の減額、３節介護納付金現年度分は６４７万７，０

００円の減額となっております。当初予算と比較して変動している原因

として、当初予算は平成２５年度の料率で算定しております。９月調定

には平成２６年度の料率が適用されていますので、その差額が発生する

こと。そして、退職分につきましては、当初予算時の予想以上に退職被

保険者が減少したことが原因と考えられます。次に、５款１項１目療養

給付費交付金の現年度分の１，４８１万６，０００円の減額、過年度分

の３，６１３万７，０００円の増額は額の確定によるものです。９、１

０ページをお開きください。６款１項１目前期高齢者交付金の６９万２，

０００円の減額も額の確定によるものです。９款１項１目利子及び配当

金は基金の利子で５万円となっております。１１款１項１目繰越金３億

２，２９６万１，０００円は、平成２５年度決算認定を受けて増額する

ものです。最後に１２款３項１目一般被保険者第三者納付金は交通事故

にかかわる返納金で、実績に基づき４５８万７，０００円を増額してお

ります。以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

下瀬俊夫委員長 それでは１１ページ、歳出から質疑を受けたいと思います。

１１、１２ページありませんか。 

 

岩本信子委員 今御説明いただいたんですけど、結局歳出の中で療養給付費な

んかも全部減額、減額になったんではなくて財源の調整だけなんですか。

それとも療養給付費が下がったという考え方でよろしいんですか。どち

らですか。 

 

吉岡国保年金課長 このたびは、補正はなく財源の内訳の調整だけでございま

す。 

 

岩本信子委員 財源の内訳と言われますけど、療養給付費これがもともとどち

らの財源にあったわけなんですか。その他に内訳となっていますけど、

結局療養給付費が下がったということで私は財源がこちらになったのか

なと思ったんですけど、その辺を説明していただけませんか。療養給付

費は下がってないという考えでよろしいんですか。 

 

吉岡国保年金課長 このたびは、療養給付費につきましては補正をしておりま

せん。現在、７カ月分の保険料療養給付費の支給をしているところでご

ざいますが、今後インフルエンザなどの流行も考えられますので、もう
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少し動向を見ながら必要があれば３月で補正をしたいというふうに考え

ております。そして内訳でございますが、特定財源のその他のところで

ございますけども国民健康保険料また前期高齢者交付金、療養給付費交

付金などが減額になっております。こちらにつきましては、歳入のほう

の補正をしておりますので、それにあわせて内訳のほうが変更になった

ということでございます。 

 

岩本信子委員 率が変わったから最初の予算と変わってきたという考え方でよ

ろしいんですか。 

 

吉岡国保年金課長 保険料につきましては、そのとおりでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。なければ１３、１４。なければ１５、１６。 

 

三浦英統委員 基金積立金の件でございますが、ことしの予算のときも国保事

業が県に統一されるんではないかというような発言がございましたが、

ここで全体で６億３，８００万円も基金の積立金がございます。インフ

ルエンザその他のところで多く利用されるというようなことで、基金を

積み立てていらっしゃると思うんですが、合併になると基金自体はどの

ような考え方になるのか。山陽小野田市に残るのか、基金全体が県のほ

うに行くのか、そこらあたりの御見解をお聞きしたいと思います。 

 

吉岡国保年金課長 基金自体につきましては、各市町村に残るというふうに聞

いております。 

 

岩本信子委員 基金の残高が６億ということを聞いたんですけど、大体以前か

ら言われていたのが５億くらいが適当じゃないかということだったんで

すけど、この６億についてどうお考えでしょうか。もうちょっと今度保

険料に影響させるとかそういうふうな考えをもっていらっしゃるかどう

かお聞きします。 

 

吉岡国保年金課長 現在補正で６億ということになっておりますが、今後今年

度中にインフルエンザ等の流行があった場合にはまた基金を取り崩して

ということになろうかと思いますが、以前より基金の積み立ての目安と

して給付費の１０％ということで申し上げておりました。現在この１

０％を超えておりますが、今後の動向を見ながら超えた分につきまして

は、保険料の抑制等に使用していきたいというふうに考えております。 
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下瀬俊夫委員長 保険料の抑制の具体的な対応については、まだ検討していな

いということですね。 

 

吉岡国保年金課長 これはまた２６年度の決算を見ながらということになりま

すので、２７年度の料率算定のときに検討していくことになろうかと思

います。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。今の基金の取り崩しの件でインフルエンザ等でとい

う話がありましたよね。そのインフルエンザ等で対応する場合に、どの

程度の予算を検討しているんですか。 

 

吉岡国保年金課長 通常のインフルエンザの流行というところになりますと、

大体１億くらいはかかるのではないかというふうに考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。このはり・きゅうの施術費ですが、この割引は３割

程度ということですか。割引の率です。 

 

吉岡国保年金課長 補助額につきましては、率ではございません。まず初検料

が２００円、一術これははりときゅうのどちらかを１回行った場合でご

ざいますが、このときに７００円、二術はり・きゅう両方を行った場合

に８００円という補助をしております。 

 

下瀬俊夫委員長 値引きはいわゆる国保でいう３割分程度ですかということな

んですか、わからない。 

 

吉岡国保年金課長 施術所によりまして金額は異なります。大体２，０００か

ら３，０００くらいの間の料金で聞いておりますので、３，０００円と

しまして２割６分、２６％くらいの補助と考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 はり・きゅうの関係で、手続的には市のほうに届出か何かを

すれば対象になるということですか。 

 

吉岡国保年金課長 まず施術所から認定の申請をしていただくことになります。

そして認定を受けた施術所でこの補助券が使えるということになります。

補助券につきましても、被保険者から申請を受けましてその補助券を発

行するということになります。 
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下瀬俊夫委員長 その基準は。認定の基準というのはあるんですか。 

 

吉岡国保年金課長 基準は特にございません。 

 

三浦英統委員 基金なんですけど、基金６億３，０００万あるんですが、次年

度の新年度予算の中で料金の値下げ、これをする考えがあるんですか。

インフルエンザが仮に大流行しないときには１億要りませんもんで、そ

こらあたりの基本的な考え方をお聞きしておきたいんですけど。先ほど

同僚議員から質問があったんですが、再度確認だけしておきたい。 

 

下瀬俊夫委員長 確認というのは非常に厳しい確認ですか。 

 

吉岡国保年金課長 今年度、平成２６年度の当初予算につきましても、基金を

１億１，６００万取り崩して予算を立てております。これにつきまして

も保険料の抑制ということで当初より予算化をしておるところでござい

ますが、今後ともこういう考え方につきましては、基本的にはこういう

同じような考え方で予算をつくっていきたいというふうに考えておりま

す。 

 

岩本信子委員 基金のところで財産収入これ預金利息が入ったということで、

今お聞きしました。今まで気がつかなかったんですが、預金利息が入っ

ているという記憶がなかったもんですから。６億くらいになると利息も

大きくなると思うんですけど、これを積み立てか何かに預けていらっし

ゃるんじゃないかと思うんですが、こういう預け方というのは一定のと

ころに預けていらっしゃるのか、それとも入札で利息のいいところに預

けていらっしゃるとかそういうふうなことはされてないんですか、その

辺をお聞きしたいと思います。 

 

吉岡国保年金課長 基金につきましては、普通預金で預けておるところでござ

います。預け先につきましては、出納室で管理しておりますので、私ど

ものほうで関知はしておりません。 

 

岩本信子委員 普通預金ですか。少しでも運用を図るわけではない、これは別

に投資するわけではないんですけど、少しでも６億くらいになると大き

いもんですから普通預金じゃなくて例えば一部３億くらいでも定期にす

るとかそういうお考えはないんですか。資金の管理がそれだから国保の

ほうには一切関係ないという形で考えられるんですか。 
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下瀬俊夫委員長 しかしあなた答えられるの。 

 

岩本信子委員 普通預金でも５万円でも出るくらいだったら、定期にすれば随

分出ると思いますので、お願いします。 

 

下瀬俊夫委員長 伝えてくれというわけね。（「そうです」と呼ぶ者あり）ほか

にありますか。さっきの来年度の保険料どうのこうのというね、話なん

だけど、この２６年度若干保険料を引き下げということになったけど、

基本的には例の法定減免とのかかわりで出ているわけで、行政が政策的

に保険料の問題についてきちんと対応するということではなかったんで

はないかと思うんですが、今年度やった方向と同じような方向でと言わ

れると、もっとやっぱり政策的な対応が要るんではないかと思うんです

けど、いかがですかね。 

 

吉岡国保年金課長 法定減免というのはございまして、ただその市の独自の制

度をつくるというのは難しかろうとは思っております。ただできるとす

れば基金から繰り入れてその額の分だけを料率を下げるというようなや

り方しか方法としてはそれしかないと考えておりますけども、できるだ

けそのときの状況によりますが、決算等の状況によりますけども、でき

るだけ料率を下げる方向で考えてはいきたいというふうに思っておりま

す。 

 

下瀬俊夫委員長 いわゆる保険料引き下げの根拠がね、料率という問題だけな

んですか。当然山口県下でトップクラスというこの保険料全体について

やはりどうするかという問題はあるわけでしょ、政策的な対応がね。そ

ういうことも含めて１億がどうのこうのと問題ではなしに政策的な対応

が要るんではないかなと。以前から平準化という言い方をされるわけだ

けど、県下の保険料に少し下げていくというかそこら辺の方向性という

のが要るんじゃないかと思うんですが、いかがですかね。 

 

吉岡国保年金課長 歳出の面を見ますと、先日から御紹介しておりますデータ

ヘルス計画というものに取り組みまして歳出自体は減らしていくという

ことも今取り組み始めているところでございます。保険料につきまして

は、今後平成２９年度から広域化ということが言われております。広域

化になったら保険料を均一化するのかということもまだ確定はしており

ませんけども、今国のほうで審議されている内容を見ますと分賦方式と

いうことで、基本的には保険料は均一ではないという方向で進んでいる
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ようでございます。そういった中でこの２７年度から、来年度からにな

りますけども、全ての医療費が県共同処理ということになります。そう

いったことでも、保険料の平準化、県内の平準化というところには少し

ずつではありますがつながっていくというふうに考えております。そう

いうことも含めまして、これはすぐというわけにはいかないかもしれま

せんけども、県内の平均程度には将来的には持っていきたいというふう

には考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。なければ歳入のほうに入りたいと思います。歳入全

般について。いいですか。質疑がないようでしたら、質疑を打ち切りた

いと思います。議案第８３号平成２６年度山陽小野田市国民健康保険特

別会計補正予算第２回について討論のある方。（「なし」と呼ぶ者あり）

討論なしと認めます。賛成の議員の挙手をお願いいたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致。可決をされました。次に議案第８５号平成２６年

度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計補正予算第２回について説明を

お願いいたします。 

 

吉岡国保年金課長 議案第８５号平成２６年度山陽小野田市後期高齢者医療特

別会計補正予算第２回について御説明いたします。今回の補正は、歳入

歳出とも８２万４，０００円を増額し、総額９億６，０６７万５，００

０円とするものでございます。歳出から御説明いたします。５、６ペー

ジをお開きください。２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金を８

２万４，０００円増額しております。歳出は以上でございます。次に歳

入について御説明いたします。４款１項１目繰越金８２万４，０００円

は平成２５年度決算認定を受けて増額するものです。以上でございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

下瀬俊夫委員長 説明が終わりました。質疑を受けたいと思います。 

 

岩本信子委員 この中の決算書のほうはいいんですけど、結局この後期高齢者

の医療というのがいろいろ変わるという話が何年か前にあったんですが、

その後一体これはどのような動きになっているかだけをおたくがつかん

でいらっしゃる情報だけで結構ですがどうでしょうか。 
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吉岡国保年金課長 現在のところ変更されるという情報はつかんでおりません。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。ないようでしたら質疑を打ち切ります。議案第

８５号平成２６年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第

２回）について討論のある方。（「なし」と呼ぶ者あり）ないですか。で

は賛成の議員の挙手をお願いいたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致です。これほんとにどねえかならんかね、この会計

は。それでは、続いて議案第９７号山陽小野田市国民健康保険条例の一

部を改正する条例の制定についてであります。では執行側の説明を求め

ます。 

 

吉岡国保年金課長 議案第９７号山陽小野田市国民健康保険条例の一部を改正

する条例の制定について御説明いたします。まず、今回改正されます出

産育児一時金の現在の状況を御説明させていただきます。出産育児一時

金は、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合４２万

円を上限として被保険者に支給されます。支払い方法として、直接支払

い制度を利用すれば本人が窓口で現金を支払うことなく、市から国保連

合会を通して医療機関に支払いをいたします。なお。出産費用が４２万

を超える場合には、その差額は本人負担となり医療機関に直接支払って

いただくことになりますが、４２万に満たない場合は、本人から市への

請求により差額を本人に支給することになります。平成２５年度につい

ては３９件で１，５５０万２７０円の支給実績となっております。それ

では、改正の内容を御説明いたします。平成２６年４月２１日に国の社

会保障審議会医療保険部会において、産科医療補償制度における掛金の

額を見直すこととする方針が決定され、平成２６年７月７日の同部会に

おいて、出産育児一時金の総額を４２万円に維持することとする方針が

決定されました。これに基づき、健康保険法施行令等の一部を改正する

政令が平成２６年１１月１９日に交付されたことから、国民健康保険条

例参考例の一部が改正され、本市の条例についても所要の改正を行うも

のです。お配りしております資料、山陽小野田市国民健康保険条例の一

部を改正する条例の制定について、出産育児一時金の見直しについてを

ごらんください。上の棒グラフをごらんください、右側が改正前、左側

が改正後になります。支給額の合計は双方とも４２万円で変更はありま

せん。変更になったのは内訳でございます。改正前は、産科医療補償制
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度掛金が３万円でしたが、改正後は１万６，０００円と減額されており

ます。合計が変わりませんので、出産育児一時金が３９万から４０万４，

０００円と増額になっております。産科医療補償制度とは、その下の枠

線内にもありますが、分娩機関とありますが医療機関が加入する制度で、

補償対象の状況で分娩があった場合、補償金を被保険者に支払うという

ものです。資料の裏面をごらんください。掛金が減っても合計が変わら

なかった理由として、２番目の丸のとおりで、今回の産科医療補償制度

の見直しにおいては、掛金が３万円から １万６，０００万円に引き下げ

られることとなったが、出産育児一時金の総額については、 前回の改定

から４年半が経過したが、その後、平均的な出産費用は増加しているこ

と。平成２４年度における全国の平均的な出産費用は４１万７，０００

円となっており、公的病院の出産費用だけを見ても４０万６，０００円

となっていること。仮に総額を引き下げるとした場合、分娩機関から本

人に対する出産費用の請求が、掛金の引き下げ幅以上に下がらない限り、

本人の実質的な負担が増加すること。一方で、医療保険財政は厳しい状

況にあるため、総額の引き上げは困難であること等を総合的に考慮し、

今回は総額４２万円を維持することとしてはどうか。という理由で、総

額は据え置いたということになります。以上でございます。御審議のほ

どよろしくお願いいたします。 

 

下瀬俊夫委員長 説明が終わりました。議員の皆さんの質疑をお願いします。 

 

吉永美子委員 まず１点目ですね、保険料が３万円から１万６，０００円に減

額ということはこれまでの実績で損害保険会社が保険料がここまで下げ

れるということの結論になったということでよろしいでしょうか。 

 

吉岡国保年金課長 この産科医療補償制度につきましては、公益財団法人日本

医療機能評価機構というところが運営をしておるところでございますが、

この掛金につきましては今まで３万円でやっておりましたが、かなり剰

余金が出たということを聞いております。このたびそのことによりまし

て１万６，０００円まで下げると。そして実際にはこの制度を運営して

いくためには２万４，０００円かかるそうでございますが、その差額８，

０００円につきましてはこの公益財団法人が今までに貯めた剰余金から

支給をしていくというふうに聞いております。 

 

吉永美子委員 それでは次に先ほどの厚生労働省が出した分によると公的病院

の出産費用だけを見ても４０万６，０００円となっているということは、
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改正後になっても手出しはあるということになると思うんですが、山陽

小野田市の現状はどうでしょうか。平均的な費用はどのようになってい

るかつかんでおられますでしょうか。 

 

吉岡国保年金課長 申しわけございません。平均費用はまだ出しておりません。 

 

岩本信子委員 ４２万支給されるわけですが、これ財源というのはどちらから。

交付税措置か何かされて出るんですか。財源をお知らせください。 

 

吉岡国保年金課長 総額の３分の１が市からの繰入金というふうになっており

ます。 

 

吉永美子委員 先ほどわからないということは言われましたが、少なくとも改

正前の出産育児一時金が３９万でしたよね。それより下回った場合は本

人が申請すれば御本人のところにいくわけでしょ、これまでも。その辺

の手続というのはこれまでなかったということでしょうか。３９万以上

はかかっているということになりますですか。請求がなかったのでしょ

うか。 

 

吉岡国保年金課長 限度額以下の場合は当然本人が申請で支給となりますが、

それについては今までも支給をしております。申しわけございません、

件数については把握しておりませんが、実績としてはございます。 

 

下瀬俊夫委員長 休憩とろうか。５分ほど休憩します。 

 

 

午前１０時３５分 休憩 

 

午前１０時４５分 再開 

 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。再開します。 

 

吉岡国保年金課長 ２５年度の実績でいいますと３９件というふうに先ほど申

し上げましたが、このうち２０件が限度額に満たない方で市に申請があ

った方でございます。 
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吉永美子委員 どのくらいの戻りがあったかというところまではわからないで

すね。 

 

吉岡国保年金課長 人によって金額が変わっております。申しわけございませ

ん、トータルは出しておりません。済みません、先ほどの一般会計の繰

り入れの件でございますが、先ほど３分の１というふうに申し上げまし

たが、申しわけございません、３分の２の誤りでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 ３分の２で一般会計。 

 

吉岡国保年金課長 申しわけございません。 

 

下瀬俊夫委員長 ほとんどやないか。 

 

吉永美子委員 確認させていただくと、２０件は市に申請があったということ

はお産みなった保護者の方の部分が改正後は一時金が上がるわけですか

ら、経済的に助かる方がさらにふえるということになるということです

ね。 

 

吉岡国保年金課長 総支給額は変わりませんので、本人への戻る額というのは

結局変わらないということになります。 

 

吉永美子委員 私の認識が間違っていたらごめんなさい。改正前は一時金が３

９万が一時金が４０万４，０００円になるということは３９万でも返す

人がおるんだから２０件返されているので、経済的に助かる方がふえる

という認識でよろしいですかとお聞きしました。 

 

吉岡国保年金課長 おっしゃるとおりでございます。 

 

岩本信子委員 このシステムについてお聞きしたいんですけど、結局出産は出

産で病院に直と、差額が本人から申請と言われたんですけどその辺の連

絡といいますか、本人が出産費用との差額がなんぼあるというのが本人

が確認できるようなシステムがあるんですか。その辺をお伺い。本人が

申請が漏れがないようになっているのかどうかを確かめたいんですけど、

その辺どうですか。 

 

下瀬俊夫委員長 申請主義なの。 
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岩本信子委員 申請って言われたから。 

 

大濵国保年金課国保係長 現金の差額支給については申請主義になっておりま

すので、本人の申請をもってこちらから現金支給という形になります。

その際に領収書等を添付していただいておりますので、その領収書と補

償制度を利用されておれば４２万との差額を支給させていただくという

ことになります。 

 

岩本信子委員 それは本人が皆わかってますかね、どうなんですかね。出産し

た人が４２万までは支給されるということで、あと差額はどうぞ申請し

てくださいよとか親切な対応されているんかどうかということです。 

 

大濵国保年金課国保係長 一般的には、出産する医療機関との当初の話し合い

の中で直接支払い制度を使われるかどうかの説明があると思います。そ

の際に４２万円を下回れば差額の支給もあるよというような説明をされ

ておられると思いますけども、各保険者のほうに申請されるかどうかと

いうのは御本人のあれにはなりますけども。申請がない方については年

に一回申請勧奨通知を出したりすることはありますけど、ただこれが出

産されたときにどの保険から一時金をもらわれているかどうかっていう、

国保でなく社会保険のほうでもらわれておれば、今は国保であっても国

保から支給することはないのでそういったところがあるので、確認しな

がら勧奨しておるところでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 漏れはないか、そんなことで。 

 

岩本信子委員 漏れがないかと言われると、結局出産は病院からくるじゃない

ですか、４２万下がってくるじゃないですか。そうするとわかるじゃな

いですか。この人は出産費用が少ないからどうぞ本人で申請してくださ

いという勧奨の仕方っていうのがされているんですか、どうなんですか。 

 

大濵国保年金課国保係長 直接支払い制度を御利用されておられれば、医療機

関に直接支払うものについてはこちらに医療機関のほうから請求があり

ますので、この方が国保で一時金を受け取られているのがわかりますの

で、そういう方については勧奨通知を出して申請していただくようにし

ております。ただたまにあるんですけども、直接支払い制度を使われな

い方、例えばポイントがつくからひとまずカードで払っておきたいとい

う方も中にはいらっしゃるんですけど、こちらでは申請に来られるまで
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は把握ができないところもございますので、そういうところを把握する

ところを苦慮しているところでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 何かそういう制度、仕組みをつくれんかね。漏れが出ると困

るよな。申請主義というのはちょっと疑問なんだけど。 

 

吉永美子委員 例えば出産前の妊婦健診に来られますよね、それでいよいよ出

産の直前のときがあるじゃないですか。そういうときでこういった一時

金については申請をされれば、もし少なかったら戻りとかあるんですっ

ていう書類みたいなのをお渡しを。最初に妊娠されたときに渡してしま

うと忘れるといけないので、妊婦健診の最後のときでお渡しをするとい

うシステムができないでしょうか。 

 

吉岡国保年金課長 それについては検討させていただきたいと思います。それ

と先ほど限度額に満たない方の市から直接支払う合計額でございますが、

２５年度につきましては２０件で８８万４，６５０円でございました。 

 

石田清廉委員 御説明いただいたんですけど、今後のこととしてこの制度が今

市が一般会計から３分の２ということですよね。おおよそ１，１００万

近くの予算がとっておられると思いますが、将来的に今後子育ていわゆ

る少子化対策の一環としてもう少し市のほうで市の政策として少し補助

を上げようとか、国にもっと補助金を上げるアクションとか考えていら

っしゃいますか。 

 

吉岡国保年金課長 子育て支援ということで、ただこの補助、国保特別会計の

中の話でございますので、将来的に国の補助であるとか、そういうもの

につきましても市長会等そのあたりを通じまして今後働きかけていきた

いというふうには考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 その答弁では不十分なんですよ。この委員会にね、子育て支

援策としていろんな政策的な提言も含めて検討せえと言われているわけ

ですよ。市民病院にあれだけ産婦人科を充実していこうという方向性も

出ているし、市として国保だけではなしに出産に対するいろんな施策と

してどうするんかっていうことが今問われているんじゃないかと思うん

ですけどね。 

 

河合健康福祉部長 子育て支援策としてみた場合、国保の加入者に限るという
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ことは不公平の感がありますので、市全体の出産のこと、年間５００件

程度ありますが、そのこと全てを含んで考えていかなければならないと

思いますので、この場ではどうするというのは言えませんが関係課とと

もに研究はしてみたいとは思います。 

 

下瀬俊夫委員長 その答弁でいいですか。 

 

石田清廉委員 大変難しい返答になったかと思いますけども、しきりに少子化

対策と言ってますから市独自の政策として一般会計の中から３分の２で

すから、これが若干ふえたというような形の少しでも政策として少子化

対策に結びつける考えはないかという質問なんですよね。 

 

河合健康福祉部長 貴重な参考意見として伺っておきたいと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 ちょっと聞きますが、一番下の医療補償制度ですね、これ対

象者、基本的にこういう内容なんでしょうが、脳性麻痺が中心なんです

か。対象になるのが。 

 

吉岡国保年金課長 現在示されております対象については、この３つでござい

ます。 

 

下瀬俊夫委員長 難病は指定にならないの。事故の内容っていうのはどうかね。

単なる事故かね。そうじゃないでしょ。出産にかかわる事故が対象なの。

これ脳性麻痺なんて事故じゃないやろ。 

 

吉岡国保年金課長 基本的には出産に係る事故というふうに認識しております。 

 

下瀬俊夫委員長 脳性麻痺って事故か。（「事故があるんです」と発言する者あ

り）あなたに答弁求めているわけではない。だから出産にかかわる事故

による脳性麻痺ということが対象ですね。いいですね、それで。ほかに。

いいですか。それでは質疑を打ち切ります。議案第９７号山陽小野田市

国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について討論のある方。

（「なし」と呼ぶ者あり）いいですか。賛成の議員の挙手をお願いいたし

ます。 

 

（賛成者挙手） 
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下瀬俊夫委員長 全会一致です。ここで入れかえですか。 

 

（執行部入れかえ） 

 

下瀬俊夫委員長 引き続いて議案第８４号平成２６年度山陽小野田市介護保険

特別会計補正予算第３回について執行側の説明を求めたいと思います。 

 

兼本高齢障害課長 議案第８４号平成２６年度山陽小野田市介護保険特別会計

補正予算について御説明いたします。介護保険特別会計の歳入歳出予算

総額に、歳入歳出それぞれ３，８９６万６，０００円を追加し、歳入歳

出予算の総額をそれぞれ５７億７，８５８万７，０００円にするもので

す。それでは歳出から御説明いたします。１０ページ、１１ページをお

開きください。１款１項１目一般管理費１３節委託料１，２３６万６，

０００円の増額は、平成２７年度から改正介護保険法が施行されるため、

法改正に合わせた所要の介護保険電算システムを開発するための委託料

でございます。介護保険システムにおける主な改正点は、一定以上の所

得者の利用負担及び高額介護サービス費限度額の見直し、補足給付の見

直し、低所得者に対する公費による介護保険料軽減の強化、住所地特例

の対象施設の見直し等に対応するものです。改正の詳細につきましては、

議案８４号の補正予算全体を説明させていただいた後に、お配りしてお

ります資料により法改正の概要を説明させていただきます。議案に戻り

ます。次に２款１項 1 目介護サービス諸費は、保険給付費の決算を見込

み、施設介護サービス給付費を４，０００万円減額、同款４項１目高額

介護サービス給付費を２０３万７，０００円増額、１２ページ、１３ペ

ージをお開きください。同款５項１目高額医療合算介護サービス給付費

を３４１万６，０００円増額いたします。次に３款１項１目二次予防事

業費１３節委託料の２０２万８，０００円の減額は、二次予防事業対象

者把握事業にかかるものであり、従来は委託事業で対象者把握して、二

次予防事業に展開していくという手法を取っておりましたが、過去２年

間業務委託して対象者は把握したものの実際の二次予防事業に結びつい

ていなかったため、委託事業の結果活用が十分ではないと考え、事業見

直しを行なう中で、今年度は業者委託による対象者把握事業ではなく、

昨年度までの対象者データや新たな相談者資料を活用して二次予防事業

に取り組んでいます。そのため委託料を減額するものです。４款１項１

目基金積立金２５節積立金５，７１１万８，０００円の増額は、平成２

５年度の給付費の精算に伴う剰余金を介護給付費準備基金に積み立てる

ものです。１４ページ、１５ページをお開きください。５款１項３目２
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３節償還金６０５万７，０００円の増額は、平成２５年度の介護給付費

の精算に伴い、国、県の超過交付金を返還するための償還金です。内訳

は、介護給付費の国庫負担金が２６２万８，２９４円、地域支援事業費

の国庫負担金が２２８万５，６０６円、県負担金が１１４万２，８０２

円であります。歳入に入ります。６ページ、７ページをお開きください。

３款１項１目介護給付費国庫負担金は、介護保険給付費の決算見込みに

よる歳出の減額により、４９０万９，０００円減額します。同じく介護

保険給付費の決算見込みによる歳出の減額により、同款２項１目調整交

付金を２１１万７，０００円減額、地域支援事業の決算見込みによる歳

出の減額により、同項２目地域支援事業交付金を５０万７，０００円減

額するものです。同項４目事務費交付金については、歳出で説明いたし

ました法改正に伴うシステム開発に対する国庫補助金としての１５８万

円増額しています。４款１項１目介護給付費交付金は、介護保険給付費

の決算見込みによる歳出の減額により、１，００１万８，０００円減額、

同項２目地域支援事業費交付金を地域支援事業の決算見込みによる歳出

の減額により、５８万８，０００円減額します。５款１項１目介護給付

費県負担金は、介護保険給付費の決算見込みによる歳出の減額により 1

節現年度分を６３１万８，０００円減額、２節過年度分は、平成２５年

度の給付費の精算に伴い、県の負担金の不足分の追加交付として４０３

万９，０００円増額するものです。８ページ、９ページをお開きくださ

い。５款２項１目地域支援事業交付金は、地域支援事業の決算見込みに

よる歳出の減額により、２５万４，０００円減額するものです。７款１

項１目介護給付費繰入金は、介護保険給付費の決算見込みによる歳出の

減額により４３１万８，０００円減額、同項２目地域支援事業繰入金は

地域支援事業の決算見込みによる歳出の減額により２５万４，０００円

減額、同項３目その他一般会計繰入金は法改正に伴うシステムを開発す

るための委託料として一般会計からの繰入金及び平成２５年度事務費繰

入金の精算金として５５万８，０００円を増額しています。７款２項１

目介護給付費準備基金繰入金は、介護保険給付費の決算見込みによる歳

出の減額により７２９万２，０００円減額するものです。８款１項１目

繰越金６，９３６万４，０００円の増額は決算認定をいただきました平

成２５年度の繰越金になります。補正予算については以上でございます

が、補足説明として介護保険システム開発に係る法改正の内容について

概要を説明させていただきます。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 議案の１０、１１ページの１款総務費１

項総務管理費１目一般管理費のシステム開発委託料に係る平成２７年度
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介護保険法改正の主な内容について説明をさせていただきます。お配り

をしております資料をごらんください。２枚めくっていただきまして、

１ページをごらんください。まず一定以上の所得者の利用負担の変更に

ついてです。現在、介護保険制度では介護サービス料の１割を自己負担

していただいておりますが、平成２７年度から一定以上の所得のある方

は２割を自己負担していただくようになります。基準といたしましては

年金収入以外に収入のある方は若干違ってまいりますが、年金収入のみ

の方については２８０万円以上の年金収入がある方が２割負担の対象と

なってきます。したがって２割負担となる方は今までの２倍の自己負担

となりますが、世帯で一定の自己負担限度額を超えた場合は高額介護サ

ービス費としてお返しをすることとなりますので、必ずしも２倍になる

わけではありません。限度額については３ページの下の表の基準となり

ます。ただし、この高額介護サービス費の限度額におきましても見直し

が行われ、３ページの右下にありますように現役並みの所得のある方の

限度額は４万４，４００円と見直されます。現役並みの所得基準としま

しては、４ページの下の表の②の所得基準にありますように、同一世帯

内に課税所得１４５万円以上の１号被保険者がいる場合となります。続

きまして、６ページをお開きください。現在、市民税非課税世帯を対象

に施設入所等にかかる食費、居住費の補足給付を行い、負担を軽減して

いますが、２７年度より資産を勘案する等の基準の見直しが行われます。

基準の内容としましては、６ページの下の部分にありますように、一定

額を超える預貯金がある方は対象外、施設入所に伴い世帯分離をした場

合においても配偶者が課税対象であった場合は対象外などの基準が設け

られます。続きまして８ページをお開きください。第１号被保険者の介

護保険料につきましては、基準額を定め、所得段階別に定められた割合

を乗じた額を納付していただくようになっていますが、表にあります１

段階、２段階の方の基準額を乗じる割合が０．５から０．３に見直され

るなど低所得者への負担軽減が行われます。最後に１１ページをお開き

ください。現在、介護保険制度では、一部のサービス付高齢者住宅を除

外した介護施設に入所する場合は、転出する前の住所地の市町村が被保

険者となる住所地特例という仕組みを設けていますが、平成２７年度か

らは、除外規定を見直しサービス付高齢者住宅も住所地特例の対象とな

ります。以上でございます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

下瀬俊夫委員長 説明が終わりましたが、今のこの資料の説明と補正予算との

かかわりをもう少しわかりやすく。 
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兼本高齢障害課長 補正予算書の１０ページ、１１ページを見ていただきます

でしょうか。１款１項１目のシステム開発委託料１，２３６万６，００

０円というのがございます。これがただいま説明いたしました介護保険

法の改正によって、いろいろシステムに変更を加えないと例えば２割負

担の方を抽出するですとか、住所地特例のやり方を変えるですとか、介

護保険料の段階別の減額率を変えるですとか、そのあたりのことを今年

度から取りかかっていかないと来年の４月からの改正に間に合わないと

いうことでございます。通常ですと法改正によるものですという程度の

御説明を申し上げるところであったんですけれども、このたびの改正は

介護保険法、大きな改正ですので別添の資料で御説明させていただいた

ということです。 

 

下瀬俊夫委員長 結局、来年度以降介護保険、保険料も含めてかなり変わって

くるということをこの補正予算でとりあえず認めてくれということです

ね。 

 

兼本高齢障害課長 そうです。 

 

下瀬俊夫委員長 ということです。 

 

岩本信子委員 システム改修はよくわかりました。この内訳なんですけれど、

１，２００万かかるものが１５８万しか国庫支出金が出ない、あと一般

財源が１，０００万出す。これにちょっと文句言いたいんですけれど、

よそのほかの自治体なんかもこのくらい１，２００万くらいのシステム

改修というのがかかるんですかね。その辺は把握されてるんですか、ど

うですか。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 このシステム改修につきましては、岩本

議員さんおっしゃるようにかなり高額になっておりますので、私どもで

近隣の市町村、そして今現在本市で導入してる同メーカーを入れている

市町村、そして全く違うメーカーを導入している市町村にも確認をいた

したところでございます。まず同メーカーを入れている市町村につきま

しては、基本的に同額で見積もりを提示しておられるようでございます。

また他のメーカーを導入しておられる市町村は本市のこの金額よりも１

割程度高い金額で見積もりを出しておられるようでございます。 

 

岩本信子委員 なぜ国庫が１５０万しか出さないんですか。その辺はなぜ出さ
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ないのかということは言えないんですか、どうなんですか。一般財源か

ら出すっていうことが、１，０００万も急に決まってね。何か納得がい

かないと思うんですけど、どうなんですか。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 まず国の補助金については国が今現在案

として提示している金額を要求させていただいているところでございま

して、おっしゃるようにかなり格差が激しいような状況になっておると

ころでございます。歳出の１，２３６万６，０００円の金額でございま

すが、実はまだ詳細な事務運営上のことが決まっておりません。したが

って見積もりは出していただいておるところではありますが、細かなと

ころが詰められてないというところもございます。したがってまだはっ

きりわかりませんけれども、若干の金額の変更ということもあり得るか

なというふうに思っております。ただ国のほうでどうこうっていうこと

は現在考えてはおりません。 

 

下瀬俊夫委員長 若干の予算がどうのこうのではなしに、法改正に基づくシス

テム改修でしょ。国の法律が変わってそれによるシステム改修であれば

全額国がみるべきではないかというのが質問の趣旨ではないかと思うん

ですがね、いかがですか。 

 

兼本高齢障害課長 考え方としては、そのとおりであろうと思います。ただこ

のたび金額の積算しまして、国の基準が基本割と人口割での積算根拠が

ありまして、それをもって歳入のほうに上げております。逆に歳出のほ

うは業者に対してこちらのほうからこういった法改正があることに対し

てシステムをさわるには幾らぐらいかかるだろうかというふうな積算を

頼んでのマックス時での委託料計上というふうになっておりますので、

このあたりを国に要望していくしか現在のところ考えられないなと思っ

ております。でもしなければいけませんので、そのあたりは私ども大変

苦慮しておるところでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 これ予算組まなかったらどうなるんですか。 

 

兼本高齢障害課長 全部職員による手作業になります。 

 

下瀬俊夫委員長 手作業やってもらおうか。ほかに。今の参考資料も含めて、

意見があれば。 
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岩本信子委員 介護サービス費の諸費が減額となってるわけなんですが、見積

もりが多かったという考え方でよろしいんですか。減ってきたとかいう

ことじゃないですよね。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 岩本委員の御推察のとおりでございまし

て、ちょっと見積もりが多かったような状況でございます。その理由と

いたしましては平成２４年度の決算が１７億２，５００万円、２５年度

の決算が１８億３００万円という格好で上がっておりまして約７，５０

０万円程度、２４年と２５年度を比較いたしまして上がっておるところ

でございます。その推移を勘案いたしまして平成２６年度の予算を組ま

せていただいたところでございますけれども、この幅ほど今回決算見込

みを勘案する中で伸びそうにないということに至っておりますので、今

回４，０００万円を減額したところでございます。ただこの４，０００

万円を減額しても２５年度の決算よりは今現在においては若干高いよう

な数字になっております。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。１２、１３ページ。 

 

矢田松夫副委員長 先ほどの説明の中で、二次予防の業務委託が減額されたん

ですけど、実態にそぐわないということだったんですが、この減額する

ことによる支障というのは発生しないんですか。 

 

尾山地域包括支援センター所長 委託を取りやめて全く把握事業をしなくなっ

たわけではございません。昨年度のデータが全て残っておりますので、

その中から今年度は二次予防事業に該当するであろう虚弱な方を抽出さ

せていただいて、その方をターゲットに当てて二次予防事業の御案内だ

とか事業を進めているという生かし方をしております。以上です。 

 

下瀬俊夫委員長 具体的な事業に結びつかなかったという背景ですよね。何の

ために委託事業をやったのかということとも関連するだろうとも思うん

だけど、そこら辺はきちんと目的があって委託事業されたわけでしょ。

それが具体的な事業にならなかったという背景は何ですか。 

 

尾山地域包括支援センター所長 まず事業に結びつかなかったという意味合い

の説明になりますが、二次予防事業対象者というのを把握した後に、事

業に結びつけるというのは二次予防事業対象者になられた方に今度介護

予防の事業を受けていただくということになります。二次予防事業対象
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者を把握するのは昨年度まで６５歳以上で要介護認定を受けていらっし

ゃらない方全件に対して把握ということを行い、約３，０００弱くらい

の対象者を抽出したんですが、その方々が次の介護予防事業につながる

かどうかというのがこれ毎年こちらでも御指摘あったんですが、非常に

参加率が低いという課題がございました。なぜ今の質問の２点目のなぜ

結びつかなかったのかという点に関しましては、アンケート調査等を実

施した時期もありますが、１点はなかなか忙しくて予防事業に行ってら

れないよという方が意外といらっしゃった。いわゆる国が想定した二次

予防事業対象者と本当に虚弱な方との開きがあったということ、それと

あと病院だとかほかのものを利用しているので、わざわざ二次予防事業

に参加する必要がないというのが多数の意見としてあったように記憶し

ております。ただ内容的なものに魅力がないだとかなかなか詳細がわか

らないというような御意見もありましたので、その辺に対しては事業の

見直しだとか案内周知方法の工夫ということを行っております。以上で

す。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかにありますか。 

 

小野泰委員 この基金積立金については、国保と同じような考え方でよろしい

んですかね。給付費の何％という。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 この介護保険の積立金につきましては、

平成２５年度の決算に伴うものとなりますけれども、介護給付費に対し

て皆さんが納めていただく介護保険料が残った場合に基金に積み立てる

ということとなります。積み立てたものについては逆に足りなかった場

合は、ここから繰り出すという考え方で基金を運用しておるところでご

ざいます。 

 

小野泰委員 先ほど質問したのは、いわゆる給付費に対してどの程度積み立て

ておくのかと。ちなみに昨年が２億８，０００万くらいあったと思うん

ですよね。ですから足せば３億３，０００万、４，０００万という形に

なるだろうと思うんですが、どのくらい積み立てておきたいのかまずお

聞きしたい。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 基金の残高といたしましては、介護給付

費の市の繰入金の約１０％と、介護保険は３年間で計画をいたしますの

で３年間の伸び率を掛けたものという格好になりますので、今現在で申
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し上げますと１億５，７００万円程度が適正な金額であろうと思ってお

ります。それに加えて介護保険制度、年々高齢者が増加いたしまして施

設の整備等も必要となってきますので、次の計画のための施設を整備し

た場合の介護給付費の増額分にも備えるという考え方も持っております

ので、例えば介護施設を１つ整備させていただきますと施設の種別によ

って若干変わってまいりますが、１年間３，０００万から５，０００万

増額するという格好になります。そういった考え方から計画において３，

０００万円の施設を２年間使ったと勘案いたしますと１億２，０００万

という格好になります。それを先ほど申し上げましたものを足していき

ますと２億７，０００万円程度になりますので、この施設をどれだけ整

備していくかということによって金額は変わってまいりますけれども、

大体２億７，０００万から３億程度なのかなと考えておるところでござ

います。 

 

小野泰委員 昨年度は２億８，０００万たしかあったと思うんですよね。そう

すると考え方としては現在の基金は適正であると、こういう感覚でよろ

しいですか。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 今年度が第５期の計画の最後の年度とい

う格好になりますが、今年度また給付費の決算を見てみないと何とも言

いがたいところがあるんですが、若干また積立額がふえるのかなという

ふうに思っておるところでございます。そうしますと今申し上げた金額

よりも残額が少し多いような形になるのではないかと推測しておるとこ

ろでございます。ただこの残った余剰金といいますか、多めに残った部

分につきましては、今度第６期の介護保険の計画を策定をする際の介護

保険料の皆さんの軽減のために使うような格好になりますので、それを

使いながらまた適正な基金の残額に努めていきたいというふうに考えて

おります。 

 

岩本信子委員 さっきのに戻りたいんですけど、二次予防事業なんですけれど、

先ほど言われたように把握されて結果活用が課題だということでこのた

びはそういう把握をしなくて、昨年度の３，０００人弱くらいのデータ

の方々に介護予防、二次予防ですよね、を勧めていくというかその例え

ば具体的な事業はどういうものがあるんですか。そういう方々に勧めて

いくというのは。ただパンフレットを持っていってやってくださいじゃ

なくて、何か具体的な事業がないと二次予防ということにはならないん

ですけど、二次予防的な具体的事業というのはどういうことをされてい
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るのか、まず１つ聞きます。 

 

尾山地域包括支援センター所長 二次予防事業につきましては、まず通所型予

防事業というものがございます。これは市内のいわゆるデイサービス等

の事業所に委託をして運動器の機能向上プログラムを提供していただく

ものになっております。それともう一つ訪問型で栄養改善の事業を行っ

ています。これは訪問をして主に栄養改善といっても低栄養の改善とい

うことで栄養士による訪問による指導によってこれもプログラムに応じ

て指導していって改善を目指すというものになっております。二次予防

として行っているのはこの２つになります。 

 

岩本信子委員 ３，０００人弱な虚弱な人、今からの予防が要る人がいるのに、

なぜかそれができていない。なぜかというとアンケートすると、忙しい

とかいう結果もあるということを言われて、今聞くとどんな事業かとい

うと通所型の予防と訪問型の栄養改善。どこかで工夫せんといけんのじ

ゃないかと思うんですけど、例えば地域サロンとかいうこともたしかあ

ったと思うんですけど、忙しいとか私はまだ大丈夫だと思われている

方々を自分の健康のための意識を持ってもらうとか、そのような事業を

せんといけんのではないかと思うんですけど、その点はどうお考えです

か。 

 

尾山地域包括支援センター所長 今岩本委員さんがおっしゃられるとおりだと

考えております。それでちょうど介護保険の改正と同時に総合事業とい

うのを私たち組み込んでいかないといけなくなりますが、その中では一

次予防と二次予防という垣根を越えて一般予防という形で広く高齢者に

向けた事業に取り組んでいくようになっています。その中で今まで二次

予防事業の利用者が少ないことも踏まえて現在計画しておりますのが、

住民の方が自分で通っていけるぐらいの身近な地域で、なおかつ筋力ア

ップだとか体の状態改善に役に立つような事業を行っていくというよう

なものとそういったものを地域のリーダーさんが引っ張っていけるよう

な仕組み、こういったものを今後取り組んでいきたいというふうに計画

はしております。以上です。 

 

岩本信子委員 ぜひよろしくお願いします。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。今の件なんですがね、介護支援というのは基本的に

これから単独になりますよね。この部分はどうなんですか。介護保険か
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ら外される可能性が出てきたんじゃないですか。 

 

尾山地域包括支援センター所長 今の質問は二次予防事業が外されるんではと

いう質問ということで。 

 

下瀬俊夫委員長 はい。 

 

尾山地域包括支援センター所長 二次予防事業は現段階でも地域支援事業の中

で行っております。ですので、総合事業に移行しても地域支援事業の中

で行うという形に変更はございません。 

 

下瀬俊夫委員長 介護保険の対象事業ではあるということですか。市が単独で

やってるんですか。 

 

尾山地域包括支援センター所長 あくまでも広い意味で捉えれば介護保険の費

用も利用させていただいて行う事業になります。 

 

下瀬俊夫委員長 このページいいですか。 

 

石田清廉委員 教えてください。２５年度の余剰金として５，７００万という

ことですが、先ほどのシステム開発費に一般財源から１，０００万です

かね。そういう形のものに積立金というのは流用できるのか。そういう

考え方できるのか教えてください。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 基金の積立金はあくまで１号被保険者、

６５歳以上の方々の保険料が余った場合に積み立て、そして不足した場

合にそれを繰り入れるという格好になりますので、このシステム改修等

について使うことはできません。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。なければ１４、１５。償還金。いいですか。こ

の資料の関係いいですか。質問がありましたら。 

 

吉永美子委員 このサービス付き高齢者向け住宅への住所地特例ということで

１１ページ最後ありますけど、現実に今高齢者有料賃貸住宅がこちらに

は移行しないという先日来から報告があるわけですけど、そうなってい

くと今後このサービス付き高齢者向け住宅というのがわが山陽小野田市

では充足が足りるのかどうか、そうなっていくと住所地特例でよそに行
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ってしまうということになるかなと思うんですが、このサービス付き高

齢者向け住宅の今後の補充というのはどういうふうになっていくか、現

状を把握しておられればお願いします。 

 

下瀬俊夫委員長 これ市を通さんからわからんやろ。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 サービス付き高齢者住宅というのが実は

介護保険制度の施設ではありませんで、こちらの市のほうを全く通らな

い格好になっております。したがって確かに高齢者の住まいの確保とい

う観点からサービス付き高齢者住宅の推進といいますか、誘致といいま

すか、そういったのは必要だとは思っておりますが、数字的あるいは傾

向等については申しわけございません、把握をしてない状況でございま

す。 

 

下瀬俊夫委員長 建築住宅課のほうには実は届出があるんですよ、県を通じて

ね。そこら辺の連絡体制というのはとれないもんかね。担当課が全くわ

からないんですよ、今の状況が。結局民間が勝手につくるわけでしょ、

市を通さんでね。ここら辺の部内での調整というのはできないもんです

か。 

 

兼本高齢障害課長 高齢者優遇、俗にいう高優賃のことでございますか。 

 

下瀬俊夫委員長 違います。サービス付き高齢者住宅、サ高住というね。これ

県に申請してそれでつくっていくわけですよ。だから担当課は何もわか

らないんですね。ところが市でも建築住宅課は届出があるんです。そこ

ら辺の連絡調整ができないもんかなと。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 今委員長がおっしゃる分につきましては、

申請が出た場合、供覧という格好でこちらのほうに回していただいてお

るところでございますけれども、取りまとめ等については行っていない

現状であります。ただ国のほうでのサービス付き高齢者住宅の取りまと

めというのがホームページ上でできておりまして各市町村で件数がたし

か出るような仕組みがあったかのように思います、はっきり申し上げる

ことはできないんですが。 

 

下瀬俊夫委員長 いや今言っているのは、吉永委員の質問は担当課でサービス

付き高齢者住宅の状況がね、きちんとつかむ必要があるんじゃないかと
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いう質問だと思うんだけどね。 

 

兼本高齢障害課長 市民の方から相談があったときにこういったものがあるよ

というような御紹介という意味ではホームページ等とかの紹介もしてい

るのが現状ではないかなと思います。一回建築住宅課に市に登録がある

ものを例えば一覧表にするなりそういったもののデータベースがないか

という問い合わせをしたときには、そちらのホームページで把握をして

情報共有をしようという話は一度したことはあります。 

 

岩本信子委員 うちの地域にもサービス付き高齢者向け住宅というのがあるん

ですけど、敬老会のときには私自治会長をしてますので、案内が来るん

です。サービス付き住宅に住んでいらっしゃる方の。でも自治会とはつ

ながりがないもんですから、御案内だけは持って行きますけど、福祉課

としてはつかんでいらっしゃるんじゃないかなとは思うんですよね、住

んでいらっしゃる方が。 

 

下瀬俊夫委員長 それは関係ないやろ。 

 

岩本信子委員 だから逆にどうなのかなと思ってですね。町内とは一切関係な

い、地域とは関係ない状況で、でも市としては敬老会の案内とかは来て

いるという形が現状です。サービス付き高齢者住宅は。今言われたよう

に本当にどこかできちんと把握して、どこに何人いらっしゃるというと

ころがどこかでつかんどかんといけんのじゃないかと思うんですけど、

どうですか。その辺は福祉課で。 

 

兼本高齢障害課長 住所地特例というのは、住民票を山陽小野田市に移してお

られる方なんですね。サービス給付費を転入前の保険者がみるという制

度でございますので、当然このサービス付き高齢者住宅に住まわれる方

は住民基本台帳上に登録があります。 

 

下瀬俊夫委員長 質問の趣旨がよくわからん。 

 

岩本信子委員 サービス付きの高齢者住宅にどなたが住んでるかということが

地域にはわかっていないんじゃないかということを言っているわけです。

だから住所はきちんと住民票として移してやってらっしゃるんですけど、

地域の中では一切入っていないというか、施設の中という形でしかとれ

ないですよねということを言っているわけです。でも敬老会の案内とか
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何とかは地域に来るんですよ。高齢者向け住宅に行かないで。その辺の

矛盾があるということ。済みません。いいです。 

 

下瀬俊夫委員長 だからサービス付きっていうから介護保険の対象みたいな話

だけどちょっと違うよね。ほかに。いいですか。保険料が上がりますよ

という話です。歳入全般についてありましたら。いいですか。それでは

質疑を打ち切ります。議案第８４号平成２６年度山陽小野田市介護保険

特別会計補正予算第３回について討論のある方。（「なし」と呼ぶ者あり）

討論なしと認めます。賛成の議員の挙手を求めます。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致。いいんですか本当に。次に行きます。議案第９２

号山陽小野田市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介

護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

を定める条例の制定について。 

 

兼本高齢障害課長 議案第９２号山陽小野田市指定介護予防支援等の事業の人

員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準を定める条例の制定について説明させていただ

きます。このたびの制定は、第３次地方分権一括法による介護保険法の

改正により、現在、厚生労働省令で定められています、指定介護予防支

援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準と基準該当介護予防支援事業の人員

及び運営並びに基準該当指定介護予防支援に係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準を市の条例で定めるものであります。条例

の概要は、国の従うべき基準とされている基準については、厚生労働省

令の基準のとおり定め、参酌すべき基準についても、本市の実情を勘案

し、支障をもたらすことがないため、大部分は従来の国の基準と同じ基

準としています。内容としましては、第１章は、総則として、指定介護

予防支援の事業及び基準該当介護予防支援の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援及び基準該当介護予防支援に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準について定める旨の趣旨を定めています。

第２章では、指定介護予防支援の事業の基本方針として、利用者が可能

な限り、その居宅において自立した日常生活を営むことができるよう配

慮しなければならないこと、利用者の選択に基づき、自立に向けて設定

された目標を達成できるよう適切なサービスが総合的かつ効果的に提供
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されるよう配慮しなければならないこと、利用者に提供されるサービス

が特定の種類、事業者に不当に偏することないよう公正中立に行わなけ

ればならないこと、市や地域包括支援センターその他関係事業者等との

連携に努めなければならないことを定めています。また、本章では、第

２条第５項に当該事業者が、山陽小野田市暴力団排除条例第２条第１号

に規定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員であってはならな

いことを加えております。第３章では、指定介護予防支援の事業の人員

に関する基準として、指定介護予防事業者は、指定介護予防支援事業所

に保健師その他の介護予防支援に関する知識を有する職員を必要数置か

なければならないこと、また、指定介護予防支援事業所ごとに常勤の管

理者を置かなければならないことを定めています。なお、介護保険法第

１１５条の２４第３項により、人員基準は全て従うべき基準とされてい

ます。第４章では、指定介護予防支援の事業運営に関する基準として、

サービスの提供に当たっての手続、利用料のあり方、運用規定の策定、

従業者の管理、利用者等の秘密保持、事故発生時の対応、サービス提供

の記録整備など、指定介護予防支援の事業を行う者がその運営に当たっ

ての遵守すべき事項を定めています。第５章では、指定介護予防支援に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準として、介護予

防支援の基本方針、利用者の課題把握、サービス担当者会議の開催、介

護予防サービス計画の作成、介護予防サービス計画の実施状況などの介

護予防支援を構成する一連の業務の在り方や、当該業務を行う担当職員

の責務について定めるほか、介護予防の効果を最大限発揮するために留

意すべき事項について定めています。第６章では、基準該当介護予防支

援の事業基準について、第２章から第５章までに定める指定介護予防支

援の基準を準用する形で定めています。以上が本条例の内容になります

が、本条例の制定に伴い、関連条例の改正の必要があるため附則におい

て、１つ目は山陽小野田市執行機関の附属機関に関する条例の別表、市

長の部、山陽小野田市地域包括支援センター運営協議会の担任する事務

内容を改め、２つ目は山陽小野田市指定地域密着型介護予防サービスの

事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係

る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例第１

６条及び第６７条第２号中、条例根拠が基準となっている箇所について

本条例名に改めます。以上御審議よろしくお願いいたします。 

 

下瀬俊夫委員長 午前中の質疑はとりあえずこれで打ち切って後は午後にした

いと思います。 
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岩本信子委員 どこが変わったのか、抜粋したものが出ませんか。 

 

下瀬俊夫委員長 資料ね。今からつくるんだから。 

 

兼本高齢障害課長 これは今まで全て厚生労働省の基準で定められたもので、

このたび市独自で入れたものといいますのは、暴力団排除条例の項目を

入れたのみで、そのほかは国の基準とは変えておりません。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。午後１時から再開しますので、よろしくお願い

します。 

 

 

午前１１時５６分 休憩 

 

午後１時     再開 

 

 

下瀬俊夫委員長 それでは委員会を再開します。午前中に引き続いて議案第９

２号。委員の皆さんの質疑を求めます。 

 

小野泰委員 午前中もいろいろあったんですが、結果的には、説明があったよ

うに本市の実情に省令で定める基準と異なる内容を定める特別な事情が

ないということで、省令で定める基準と同じ基準を定めるという感じで、

中身としては特別にない。ただ、この中に改正前、改正後というのがあ

って、そういう文章をちょっと直したと言いますか、その程度である。

このぐらいの解釈でいいですかね。 

 

兼本高齢障害課長 そのとおりでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 条例準則がね、当市に具体化するときにそれをどうするかと

いうことも委員会の審査の対象ですからね。さしたる変更はありません

というだけではだめだと私は思うんですよ。この条例の中で参酌基準と

従うべき基準がどれなのか教えてください。 

 

兼本高齢障害課長 １条ずつ言ったほうがいいですか。まとめて言ったほうが

いいですか。 
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下瀬俊夫委員長 まとめてでいいですよ。 

 

兼本高齢障害課長 従うべき基準について、３条、４条、５条の１項、２項、

６条、２３条、２７条、準用する３３条の２条、３条、４条の１項、２

項、５条、２２条及び２６条です。後残りは参酌すべき基準となってお

ります。 

 

下瀬俊夫委員長 そうすると参酌基準というのは基本的に山陽小野田市独自の

分をかなり考えられると、独自性を持てるということですよね。 

 

岩本信子委員 条例ができてわかるんですが、これに対して従うべき基準が決

められております。これをチェックするという、例えば施設ですね。そ

れはどのような形で行われていくんですか。 

 

兼本高齢障害課長 本条例におきます指定介護予防支援事業等の事業者は、本

市の場合は市が直営しております包括支援センターの中に設置しており

ます指定介護予防事業者のみでございます。ですので、チェック体制と

いうのは監査、自己チェックというふうに保険者の立場として、介護保

険のほうでチェックをするという体制になろうと思います。 

 

岩本信子委員 この中で一番私が心配しているのは、例えば従業員の数とか、

資格を有しているのかとかいろいろあると思うんです。臨時で雇われて

いるのか、例えば正規の社員なのかとか、そういうことなんかもチェッ

クして調べなくてはいけない部分があるんかなとは思うんですけど、そ

ういうこともきちんと調べられるんですか、ただ向こうからの基準で抜

き打ちで見に行くとか、そういうことはないんですか。 

 

兼本高齢障害課長 この指定介護予防支援事業は本市直営の１カ所のみでござ

います。市内にほかに事業所はございません。 

 

石田清廉委員 ３条について教えてください。従業者の員数ですね。まず、当

該指定に係る事業所ごとに１以上の員数の指定介護予防支援の提供に当

たる必要な数の保健師その他の指定介護予防支援に関する知識を有する

職員。先ほど必要数と言われたと思います。この３条について人数が曖

昧な部分があるし、知識を有するという判断はどこ、必要数とはどうい

うふうに、ちょっと説明を加えてください。 
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尾山地域包括支援センター所長 知識を有する職員として想定されているのが、

保健師、ケアマネージャー、社会福祉士、経験のある看護師、そして３

年以上福祉相談業務に従事したことのある社会福祉主事というふうに想

定されております。必要人数については、１以上の員数は置かないとい

けないというのがありますが、それ以上に関しては作成するケアプラン

の数に応じて何人程度というのを算出するようになると思います。ただ

し、包括支援センターは包括的支援業務も行いますので、こことの兼務

は可能というふうになっておりますので、総合的に包括的支援事業と、

これを合わせた人数で賄えればという考え方になると考えております。 

 

三浦英統委員 介護予防サービス計画を現在つくっていらっしゃるわけですか。

その中で担当者を集めて会議をするというようになっとるんですが、こ

れは毎年計画をつくるんか、それとも何年に一度つくり変えるんか、そ

れから現在サービスを受けている人ですね、どのくらいの人員の方がい

らっしゃるのかお聞きしたい。 

 

尾山地域包括支援センター所長 サービスを受けている人員のところからお答

えさせていただきます。簡単に説明させていただければ、この対象者と

いうのは介護保険で要支援１、２を受けてらっしゃる方で、サービス利

用のある方が対象となりますので、直近の数で言えば約５８０件の対象

者がいらっしゃいます。その方に対するいわゆるケアプランと呼ばれて

いるものが、ここで言う介護サービス計画というふうになります。この

担当者会議というのは、お一人の方のケアプランを立てるに当たって、

例えばヘルパー、デイサービス、福祉用具等使う場合にはその担当者と

一堂に会して、このプラン内容でいいかというような会議をしないとい

けないように定められておりますので、その会議のことが指されており

ます。ですから年に１回とかというより、そのプランの作成時もしくは

そのプランを変更、更新をするときに、この会議を行うようにというふ

うに位置づけられております。 

 

下瀬俊夫委員長 結局この条例化で唯一変わったというのが、第２条の５項で

すか、独自に入れたのはここだけですか。 

 

兼本高齢障害課長 はい、そうでございます。 

 

石田清廉委員 済みません、１３条。介護予防支援事業者がさらに委託する場

合、委託先の問題がここに書かれていますが、これについては、（１）の
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４行目に第２条に基づき設置された機関をいうと書いてあって、その後

議を経なければならないことというふうにうたわれていますが、この意

味を教えてください。議を経なければならないとはどういうことをする

んですか。 

 

尾山地域包括支援センター所長 要支援１、２のプラン作成に関して委託に出

す場合には１３条（１）の最後にあります、山陽小野田市地域包括支援

センター運営協議会の議を経なければならないとなっておりますので、

事業計画をこの運営協議会にかける際に、この委託先に関しては市内の

これだけの事業所に委託をかけたいということをお諮りして、承諾を得

ているというものです。 

 

石田清廉委員 それが議を経なければならないという意味ですか。 

 

尾山地域包括支援センター所長 はい。附則を見ていただいてよろしいでしょ

うか。附則の２項に山陽小野田市地域包括支援センター運営協議会、角

で囲ってあります。この中にもうたわれておりますように、指定介護予

防支援事業者が指定介護予防支援の一部を委託すること等について審議

し、意見を述べるということで、議を経なければならないことというこ

とになっております。 

 

下瀬俊夫委員長 審議の範囲というのは、そこで検討するということでしょ。

検討するだけでいいんですか。何かお墨つきがいるわけ。 

 

尾山地域包括支援センター所長 意見をいただき、了解を得ている。 

 

下瀬俊夫委員長 了解得るというのが条件ですね。 

 

尾山地域包括支援センター所長 はい。 

 

下瀬俊夫委員長 特定の生活圏域に１つの地域包括支援センターを設置すると

いうふうになっていますが、サブセンターとのかかわりはどうなるんで

すか。 

 

尾山地域包括支援センター所長 山陽小野田市の地域包括支援センターのあり

方としては、市の直営で１カ所設置。ただ、各生活圏域の方の利便性を

考えて、出先相談窓口的な形でサブセンターを５カ所設置させていただ
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くという形態をとっております。ですから位置づけとしてはあくまでも

地域包括支援センターの出先窓口的な役割を担う相談窓口。ただし、業

務内容につきましては本部の職員と同等の業務を行っております。 

 

三浦英統委員 介護予防の短期入所の問題なんですけどね。短期入所は要支援

認定の有効期間のおおむね半数を超えないというのはどういうことを指

しておるのか。 

 

尾山地域包括支援センター所長 何条になりますでしょうか。（「３１条２２項」

と呼ぶ者あり）要支援認定の有効期間のというのが、まず認定がおりた

際に有効期間が決められます。これは介護認定審査会が有効期間を決め

るようになっておりますが、原則として６カ月から最長で１２カ月の間

で有効期間が決められます。ケアプランを立てる上で、短期入所いわゆ

るショートステイを利用する日数がおおむねその半数を超えないように

しなければいけないという意味合いになります。その決められた日数、

人によっては半年かもしれませんし、１年かもしれません。その半数を

超えないようにしなければいけないということです。 

 

三浦英統委員 ここで言う半数とはどういう意味なんですか。 

 

尾山地域包括支援センター所長 日数でございますので、例えば１８０日であ

れば、その半分の９０日を越さないようにということです。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかにないですか。（「なし」と呼ぶ者あり）なければ質疑を

打ち切ります。議案第９２号山陽小野田市指定介護予防支援等の事業の

人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準を定める条例の制定について討論のある方。

（「なし」と呼ぶ者あり）討論なし。賛成の議員の挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致であります。続いて議案第９３号山陽小野田市介護

保険条例の一部を改正する条例の制定についてであります。執行部の説

明を求めます。 

 

兼本高齢障害課長 議案第９３号山陽小野田市介護保険条例の一部を改正する

制定について説明させていただきます。このたびの改正は、第３次地方
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分権一括法により、介護保険法第１１５条の２２第２項第１号の指定介

護予防支援事業者の指定をしてはならない場合の規定が申請者が法人で

ないときから、申請者が市町村の条例で定めるものでないときに改正さ

れたことにより山陽小野田市介護保険条例に議案第９２号で説明させて

いただきました市の条例で定める指定介護予防支援事業者を加えるため

の改正です。条例の改正の内容は、指定地域密着型サービス事業者及び

指定地域密着型介護予防サービス事業者に指定介護予防支援事業者を加

える必要がありますが、対象が３種の事業者となることから指定地域密

着型介護サービス事業者等とまとめまして、目次を含めた第６章の題名

及び第２５条の２の基準名の指定地域密着型サービス事業者及び指定地

域密着型介護予防サービス事業者を指定地域密着型サービス事業者等と

改めます。また、指定介護予防支援事業者は、介護保険法施行規則第１

４０条の３４の２において、基準内容を法人であることとしていますの

で、第２５条の２第２項に指定介護予防支援事業者の規定である介護保

険法第１１５条の２２第２項第１号を加え指定地域介護予防支援事業者

の法人格を規定します。以上でございます。御審議のほどよろしくお願

いいたします。 

 

下瀬俊夫委員長 今の説明でわかった人。質疑を受けたいと思います。この条

例によって何が変わるわけ。 

 

河上高齢障害課主査兼介護保険係長 先ほど御審議いただきました、議案第９

２号山陽小野田市指定介護予防支援等の事業の条例制定に伴って、この

事業所を制定する以上、介護保険施行規則の中にこの事業所は法人でな

いといけないとなっておりますので、それを山陽小野田市介護保険条例

に含めてうたわなければならないというふうになっております。したが

って指定地域密着型、現在は指定地域密着型サービス事業者と指定地域

密着型介護予防サービス事業者の二つになっておりますけれども、議案

第９２号で審議をしていただいた指定介護予防支援事業者を加えて、こ

れらも法人格でないといけないということを定めるという趣旨でござい

ます。 

 

下瀬俊夫委員長 わかりやすく説明できんですかね。 

 

兼本高齢障害課長 議案第９３号の参考資料の新旧対照表を見ていただければ

と思います。今までは指定地域密着型サービス事業者と指定地域密着型

介護予防サービス事業者という二つのものは法人でなければならないと
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いう決まりがありました。それを新のほうで言いますと指定介護支援予

防事業者が加わりますので、等というふうにひとくくりとして置き換え

ました。その３つともが法人でなければならないという法がありますの

で、法人格とした。その根拠法令を１１５条の２２第２項１号を加えて

改正をしたということでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。質疑がなければ質疑を打ち切ります。議案第９

３号山陽小野田市介護保険条例の一部を改正する条例の制定について討

論がありますか。（「なし」と呼ぶ者あり）ではこの議案に賛成の議員の

挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致です。それでは議案第９４号山陽小野田市地域包括

支援センターの人員等に関する条例の制定について、説明を求めたいと

思います。 

 

兼本高齢障害課長 議案第９４号山陽小野田市地域包括支援センターの人員等

に関する条例の制定について説明させていただきます。このたびの制定

は、第３次地方分権一括法による介護保険法の改正により、現在、厚生

労働省令で定められている、地域包括支援センターの設置者が、包括的

支援事業を実施するために必要なものとして遵守しなければならない基

準を市の条例で定めるものであります。条例の内容は、国の従うべき基

準とされている基準については、厚生労働省令の基準のとおり定め、参

酌すべき基準についても、本市の実情を勘案し、支障をもたらすことが

ないため、大部分は従来の国の基準と同じ基準としていますが、第３条

第２項に当該設置者が、山陽小野田市暴力団排除条例第２条第１号に規

定する暴力団又は同条第２号に規定する暴力団員であってはならないこ

とを加えております。参酌基準と従うべき基準ですが、この条例におけ

る従うべき基準は第４条でございます。全５条ですが、残りの１、２、

３、５条は参酌すべき基準でございます。条例の内容としましては、第

１条はこの条例の制定根拠及び趣旨です。第２条は条例の用語が法と同

様の意義であることを明らかにするため設けています。第３条第１項は

包括的支援事業の基本的な方針を規定しており、国の参酌すべき基準で

あります。検討した結果、特段変更する地域の実情がないため国の基準

どおりとします。第３条第２項は暴力団排除について規定しております。

第４条は１つの地域包括支援センターが担当する区域における人員基準
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の原則を定めるもので、これは厚生労働省令で定められた従うべき基準

であります。本市の人員配置ついては、第１号被保険者が約２万人であ

るため、原則は４名から７名の有資格者が必要となります。現在保健師

３名、社会福祉士３名、主任介護支援専門員２名を本庁に配置し、サブ

センターに主任介護支援専門員等を５名配置し、合計１３名の配置をし

ています。第５条は適切、公正かつ中立な運営は国の参酌すべき基準で

あり検討した結果、特段変更する地域の実情がないため国の基準どおり

とします。以上です。御審議よろしくお願いいたします。 

 

下瀬俊夫委員長 質疑のある方。 

 

岩本信子委員 ４条のところでございますが、３，０００人以上６，０００人

未満ということで、これでいくと４人から７人であるが、うちには今１

３人配置しているという説明でしたよね。基準がこうであるんだけど、

うちとして１３人配置しなくちゃいけないというふうな基準にするべき

じゃないかなと思ったんですけど、その点はそれ以上だったらいいとい

う形でよろしいでしょうか。 

 

兼本高齢障害課長 これは従うべき基準となっておりますので、市町村の裁量

権がないものでございます。ただし議員さんがおっしゃるように何人と

いうふうに定めるべきではないかというような気持ちは私どもも持って

おります。１３名というふうに基準はクリアしておりますけれども、現

在の地域包括支援センターの業務は介護予防支援業務、プラン作成と地

域支援事業と二本立てで行っております。その中の員数の切り分けとい

うのが、兼務で両方やっておりますので、切り分けができておりません

し、それはなかなか難しい。切り分けてするのは難しい現状だと思って

おりますので、条例としてはこういうふうに定めざるを得ないのかと思

っております。 

 

下瀬俊夫委員長 気になるのは準ずる者という扱いですよね。いわゆる保健師

その他これに準ずる者。準ずる者は基本的に資格がなくてもいいという

ことでしょ。例えば研修を受けただけでいいという人たちが、これから

配置される可能性がありますよね。そういう研修を受けた程度でいいの

かどうなのかというね。例えば全員が準ずる者でいいとなってるんです

よ。 

 

尾山地域包括支援センター所長 今の準ずる者についてですが、決して研修を
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受けただけで準ずるに値する者ではありませんので、少し説明をさせて

いただければと思います。まず保健師その他これに準ずる者といたしま

しては、地域ケア、地域保健等に関する経験のある看護師という免許が

最低限必要になってきます。ここには准看護師は含まれません。そして

次の社会福祉士その他これに準ずる者に関しては、現場の実務経験５年

以上、またはケアマネ業務経験が３年以上かつ高齢相談援助業務に３年

以上従事した経験者というふうになりますので、ケアマネの免許を取得

している、若しくは現場経験が８年以上ある者ということになります。

そして主任介護支援専門員に関しましては、所定の研修終了後に能力知

識を有する者とありますが、これも最低限ケアマネージャーの資格は有

しているという形になります。 

 

三浦英統委員 ここの３条の関係なんですが、地域包括支援センター、今山陽

小野田市は１カ所なんですが、この事業者になろうというような施設が

現状ではあるのかないのか。これは前の９２号でも同じようなことが書

いてあったんですけどね、この問題について、こういう地域包括支援セ

ンターを立ち上げようと、簡単に立ち上がるわけですかね。利潤が当然

係ってくるんであろうと思いますが、そこらあたりはいかがでございま

すか。 

 

尾山地域包括支援センター所長 まず地域支援センターに関しては勝手に立ち

上げができる施設ではございません。市町村が設置することができると

いうことになっていますので、市町村が認めて設置をするということが

必要になります。そして今これを手上げして、立ち上げたいと言ってい

る事業者があるかないかについてですが、現在のところサブセンターの

ような業務をしてみたいがというようなお話は聞くことはございますが、

地域包括支援センター自体を立ち上げたいという話は今のところ耳にし

ておりません。 

 

下瀬俊夫委員長 第４条の１項ですよね。３，０００人から６，０００人の保

険者という一定の区割りをしてるよね。これは政策的な問題としてはど

ういうふうに受け取ったらいいんですか。法人から立ち上げたいという

いろんな意見があればいいんだけど、３，０００人から６，０００人の

範囲で未満ごとに置くべきとなってるんだけどね。こういうのは地域限

定ということになるんですかね。それとも被保険者が３，０００人から

６，０００人という、どこで判断するわけ。この範囲というのは。 
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尾山地域包括支援センター所長 私の解釈の仕方が間違っていれば申しわけご

ざいません。あくまでも１号被保険者、いわゆる６５歳以上の方の人口

が３，０００人以上６，０００人未満ごとにこれだけの職員を配置すべ

きという基準というふうに読んでおりますので、例えば山陽小野田市で

あれば、約２万と考えれば、６，０００人に一人は配置しないといけな

いとなると単純に割って、４人は必要という計算の仕方になると考えて

おります。 

 

下瀬俊夫委員長 それは支援センターを立ち上げた場合という話で、立ち上が

るかどうかわからんでしょう。それは計画的に立ち上げていくんですか。 

 

尾山地域包括支援センター所長 現在のところ山陽小野田市では地域包括支援

センターは直営で１カ所設置しております。この中でこれだけの業務を

賄っていこうというふうに考えておりますので、新たな設置というのは

考えておりません。 

 

下瀬俊夫委員長 だけど条例ができたら考えざるを得ないでしょう。手を挙げ

るということは。そういうのは一切受け付けないということですか。 

 

兼本高齢障害課長 受け付けないということではございません。本市の高齢者

を支える地域包括支援センターは直営型で市内を一地域として扱うとい

う方向性のもとで事業を展開しておりますので、今後の方針等によって

は変わる可能性は十分にございます。例えば一部を他市のように委託に

出すとか手法的にはいろいろ考えられますけれども、現段階で山陽小野

田市は市域を一地域、直営でやって行きたいと考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 委託は考えていないわけですね。 

 

兼本高齢障害課長 現在のところは考えておりません。 

 

下瀬俊夫委員長 保育所も同じなんですが、準ずる者の扱いがね、僕らは気に

なるんですよね。いわゆる保育士の資格がなくても研修の経験だけでい

いとか、さっき言われたように８年程度の経験があったらいいとかね、

果たしてそれでいいのだろうかという疑問は若干あるわけですよ。とり

あえず委託という問題も考えていないということであれば、それはそれ

として、議論としてはいいんですが。ほかにありますか。（「なし」と呼

ぶ者あり）では質疑を打ち切ります。議案第９４号山陽小野田市地域包
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括支援センターの人員等に関する条例の制定について、討論のある方。

（「なし」と呼ぶ者あり）討論なし。賛成の議員の挙手をお願いいたしま

す。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長  全会一致ですね。５０分まで１０分休憩します。 

 

 

午後１時４０分 休憩 

 

午後１時５０分 再開 

 

 

下瀬俊夫委員長 委員会を再開します。それでは議案第９１号山陽小野田市廃

棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について

執行側の説明を求めたいと思います。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 それでは、議案第９１号山陽小野田市廃棄

物の処理及び清掃に関する条例の改正について御説明します。新旧対照

表で御説明します。今回の改正は別表第１一般廃棄物処理手数料の改正

です。まず、別表の一番上の一般家庭の燃やせるごみの「持込み」、こ

れを削除します。これは燃やせるごみを環境衛生センターに持ち込む場

合にも指定袋で持ち込むことを規定しているものですが、市民の皆さん

のわずらわしさや、センターの現場での混乱を防ぐためこれを廃止する

ものです。あわせて燃やせるごみを持ち込まれる場合は他のごみと同様

に従量制とするものです。そのため、別表第１の区分の「持込み」の「燃

やせるごみ以外のもの」この部分を削除し、一般家庭からの持ち込まれ

るごみは全て従量制とすることで、分かりやすい手数料の料金体系とす

るものです。次に、この「持込み」重量制の区分についてですが、これ

までは、１００キログラム以下は無料、１００キログラム超えた場合は

１００キログラムでごとに加算していくものですが、これを無料の範囲

を２０キログラムまでとし、２０から１００キログラムまでを２０キロ

グラム毎の区分で、それぞれ２１０円、３２０円、４３０円、５４０円

とし、１００キログラムを超えた場合は５０キログラムまでごとに２７

０円を加算していくものです。これまでは１００キログラム以下無料と

いうことであったため、市民サービスの低下とも受け取られますが、燃
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やせるごみはもともと、地元のステーションに出す場合も、環境衛生セ

ンターに持ち込む場合も指定袋で５円、４円、２円の手数料を徴収して

いたもので、この指定袋での持ち込みを廃止するということは、燃やせ

るごみを持ち込んだ場合、もともと有料であったものが、１００キログ

ラムまで無料ということになります。この点において若干整合が取れな

くなりますので、市民の皆さんにも多少御負担をいただくということで

あります。また、無料範囲の改正を検討する中で、１００キログラム以

下無料というのは県内でも余りないため、県内他市、隣接市と均衡をと

って改正していきたいというものであります。強いては、ごみの減量化

につながることも期待しています。また、１００キログラムまで無料と

いうことで、隣接市から持ち込まれているという現状も否定できない状

況です。それから、２０キログラムから１００キログラムまでを２０キ

ログラム毎に、１００キログラム以上は５０キログラム毎に区分にして

いますのは、細分化することで、持ち込まれた重量に応じた手数料とな

り、公平性をとるものであります。一例を申し上げますと、これまでは

１０５キログラムと１９５キログラムは同じ１，０８０円ですが、改正

後は、１９５キログラムは同額ですが、１０５キログラムは８１０円と

なり手数料は低くなります。なお、重量単価は改正前も改正後も、１０

キログラム当たりで申しますと税抜きで５０円というのは変わりありま

せん。また、燃やせるごみを持ち込む場合は、指定袋が不要となります

のでその分若干ですが市民の皆さんの負担は少なくなります。いずれに

いたしましても、今回の改正は、県内他市との均衡をとり、従量制の区

分を細分化することで、公平性を保つものであります。市民の皆さんに

は一部負担をお願いすることとはなりますが、御理解をお願いしたいと

思います。参考資料をお配りしておりますが、その説明を簡単にさせて

いただきます。１枚目の①で家庭ごみ持ち込みの状況の実態調査。８月

の２５日から２９日にかけて行い、一般家庭からの持ち込みの総件数が

２９６件、そのうち２０キロ未満と書いてありますが、以下と読みかえ

をお願いします。２０キログラム以下の件数が９０件で３０．４％、２

０キロ超え１００キロ以下の件数が１５４件の５２．０％、それをあわ

せました合計１００キログラム以下の件数は２４４件、８２．４％、そ

して１００キログラムを超えた件数が５２件、２９６件の平均持ち込み

重量が７３キロでございます。下に円グラフを書いておりますが、改正

前ですと２４４件、８２％の方が青いところですが、それは無料だった

ということであります。それから１００キログラムを超えた５２件１

８％の方は有料ということになります。そして条例改正後はこのうち２

０キログラムから１００キログラムまでの方が有料となりますので、オ
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レンジ色の部分の方がこれまで無料だったものが有料ということになり

ます。そしてその上に米印で書いておりますが、今のことを繰り返しま

すが、１００キログラム以下、２４４件のうち改正後は１５４件２０か

ら１００キログラムの方が有料となるということであります。そして一

方では１００キログラムを超えた５２件のうち３３件の方は改正前に比

べると手数料は低くなります。それから２枚目の参考資料ですが、県内

他市の家庭ごみの持ち込みの手数料の状況です。表の下に米印で書いて

おりますが、周南市、光市、下松市は一部事務組合の関係もありまして、

ちょっと正確な確認はできておりません。それで表のほうですが今、山

陽小野田市の現行と改正後ということで、料金体系を書いております。

この中で表の右側にあります。防府市、長門市につきましては、無料の

範囲が他市と比べて防府市は全て無料、長門市は１００キロまで無料と

いうことになっております。その他の市は無料規定がないか、またはあ

っても１０キロまたは２０キロという範囲でございます。それからその

紙の裏側ですが、今の表の９５キログラムのデータをグラフにしたもの、

そして１０５キロのデータをグラフにしたもの１９５キロをデータにし

たものを載せております。一番上の９５キロでは本市の①というのが現

行ですが、無料。で、改正後は５４０円になると。そして宇部市以降の

各市のデータを載せております。１０５キロの場合は本市の①現行では

１，０８０円が改正後８１０円になります。１９５キロの場合は本市の

場合は①、②とも同じ額ということになります。ちょっと細かい説明に、

わかりにくい点もあろうかと思いますので、御質問いただければと思い

ます。説明以上です。 

 

下瀬俊夫委員長 本会議での答弁と若干印象が違うんですが、結局１００キロ

以上超える３３件が安くなるが、１５４件はいわゆる料金がふえるとい

うことですね。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 ２０キロを超えて１００キログラム以下の

１５４件の方は有料となります。 

 

下瀬俊夫委員長 だからふえるわけですね。だから１００キロを超える３３件、

件数、パーセントはよくわかりませんが、３３件は安くなるが１５４件

はふえると。だから圧倒的にふえるわけですね。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 １００キログラムを超えた場合は、今まで

は１００キログラムでばっさり加算をしておりましたので、それが１５
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０キロまでの間は、今までより安くなります。２００キロを超えた場合

も２００から２５０キロの方は、今までよりも安くなります。３００か

ら３５０キロの方も安くなります。よろしいですか。 

 

下瀬俊夫委員長 よろしいです。いずれにしても有料の分は５２件、全体の１

８％ですよね。それが安くなるという話で、後は圧倒的に料金を取られ

るということですよね。その確認だけですよ。そうですね。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 その点だけを見ればそうなりますが、指定

袋に入れなくてもいいということは、軽トラックでよく一般の家庭のご

みを持ち込まれますけど、その際に煩わしさがない。それは大きな違い

だというふうな認識を持っております。結果的にこれは袋に入ってない

からだめですよとかいうことになってくると現場での対応もありますの

で、その辺はスリムにした形でわかりやすくしていくということであり

ます。 

 

下瀬俊夫委員長 以上の説明を受けて御質疑を受けたいと思います。 

 

矢田松夫委員 新旧の対照表を見てもわかりますように、かえって細分化され

て市民の方はわからないという方もおられるという予想の中で、この理

解なり周知方法をどのようにされるのか。それをお尋ねしたいと思いま

す。ただ単に市の広報だけなのかですね、その他あるのかどうなのか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 周知方法は今言われたように市広報、ホー

ムページ、また環境衛生センターの窓口でもそういうチラシ等の配布で

対応をしたいと考えています。ただわかりにくいというか、私はわかり

やすくなったと思います。従量制で細分化すると、持っていった量に合

う金額ということになりますので、今までのくくりが大きすぎますので、

１０５キロも１９５キロも同じ金額になっています。全て従量制で細区

分していくということで逆にすっきりしたというふうには思っています。 

 

下瀬俊夫委員長 それは物の見方よね。 

 

岩本信子委員 改正されるのはいいんですが、ここでわからないのが、何のた

めにされるのかという県内との、他市との均衡を保つためにという理由

で変えるのか、それとも例えばですね、ごみの減量化を図るためにこう

やりますとか、そういうふうな目的だったらいいんだけど、その聞いて
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たら他市との均衡を図るためという理由があったと思うんですが、それ

で変えるというのは何かこう弱いような、市民に納得してもらうという

部分については弱いような気がするんですが、その点はどうですか。何

のためにっていうか、その辺のこれをいつごろから検討されとって、そ

してこういうふうなことでこうなったんだという、ちょっと明確なもの

が聞きたいんですけどいかがでしょうか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 何のためかということでまず大きな理由は

燃やせるごみを持ち込むときも指定袋で持ち込むというのがまず削除し

たかったというのが１つ大きな理由です。そしてそうすると説明でも言

いましたけれどステーションに出しても持ち込んだ場合でも指定袋とい

うことですので、燃やせるごみは、持ち込もうとステーションに出そう

と有料という考え方です。それを削除したと。削除したい理由は、さっ

き言いましたけど、現場での混乱と市民が煩わしい、わざわざ車で持っ

て行くのに、なぜ袋に入れなければいけないかということが、そういう

苦情も多数ありますので、これを削除したいというのがまず大きな理由

です。そうすると今まで燃やせるごみは有料という考え方がありますの

で、それを全部１００キロ以下、無料のままにしておくと、今まで有料

で取っていたという意味合いがありますので、無料の範囲を少し下げさ

せてもらう流れで進めてきています。そして無料の範囲をどこまでする

かというときに県内の特に隣接市のこともありますので、その辺を見な

がらベースの単価１０キロ５０円と言いましたけど、それは変わらない

ようにして、無料の範囲だけを下げたということであります。それとも

う一つは、１００キロまで無料であったために実数は把握できませんが

隣接の市から山陽小野田市民ですということで持ち込んでいる事例がか

なりあるという認識を持っています。センターのほうでは運転免許書と

か確認はさせてもらいますけれど、それでもうまくやれば隣接市の方で

持ち込まれていると。それは１００キロまで無料だからということで持

ち込む。その辺の理由でかなり前から検討しておりまして、新ごみ処理

施設が完成する４月１日をもってですね、この制度にしていきたいとい

うのは、唐突に出たようですけど、これまで煮詰めてきた内容でござい

ます。 

 

岩本信子委員 私とすればごみの減量化のためにという部分もほしいなと。結

局大事なのはそこだと思うんです。市民の方々に周知していただくのは。

その辺はどうですか。 

 



46 

 

川上市民生活部長 議員さん言われるとおりごみの減量化にもつながると思っ

ておりますし、実際先ほどデータでお示ししましたけれど５日間の間に

家庭ごみの持ち込みが約３００件。１日６０件、家庭ごみの持ち込みだ

けであるわけですよね。これでピット前が混雑するということもありま

した。こういう形できちんとやればですね、ごみステーションに出せる

ものは出そうかということにもなりますしですね、その辺のごみの処理

場のほうのそういう混雑することも避けることができるということもあ

りまして、強いてはこれが今さっき言われたようにごみの減量化にもつ

ながるんではないかということで考えております。以上です。 

 

吉永美子委員 今隣接市からかなり来ていると言われましたけど、その免許書

で確認をとられていて、かつなぜその隣接市から入っているだろうとい

う認識を持たれているんですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 だろうということで、数字は把握できない

と申しましたけれど、わからない方は平然と宇部市から来て宇部市です

という方もおられます。わからないですよね。山陽小野田１００キログ

ラム無料やから山陽小野田でもいいんじゃないかという感覚のある方も

おられると思います。それは当然宇部から出た一般廃棄物ですからだめ

ですよということでお断りをすると。これもセンターの職員から聞いた

話ですけど、どこまでそういう事例が本当に何十件もあるかというのは

別ですけれど、同じ方が私は宇部やけど山陽小野田市の友達のごみを持

ってきたとかいう事例もあるという話は聞いています。だから無料だか

ら来られるということがあったという認識は持っています。 

 

下瀬俊夫委員長 その根拠がね、根拠がわからんじゃないですか。今みたいな

事例を言われるんであれば、大体何件ぐらいね、他市から持ってきてい

ると、持ち込みされていると、やっぱりそれなりの根拠がないと、じゃ

ろうみたいな話ちゅうのはやっぱり。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 委員長の言うとおりです。実際にセンター

のほうで確認をさせてもらいましたけれど、やはり５０台に１台かねと

かですね、そういう意味合いでですね、１日何台ですかねとか、把握で

きないのは事実です。それは明らかに市外から来ているというのはそう

いうことであって、うまくすり抜けて持って来られている方は当然わか

りませんので、何とも委員長が言われるように根拠がないと言われれば、

確かなものはありません。 
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下瀬俊夫委員長 いやいや例えば、さっき言われたように免許書をチェックさ

れるわけでしょう。ね。そういうのはね、１つの根拠としてあるわけだ

から、それが例えば何件くらいあったのかとかやね、一定の具体的な数

として示されないとやね、僕は根拠にならないと思うんですよ。今さっ

き言ったように他市から持ち込みがあるだろうみたいな話で、だからこ

ういうのを値上げするんだみたいな話されると、何かそれが中心みたい

な話になってしまうでしょう。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 言われるとおりですけど、他市からの持ち

込みがあるからこれを改正するというのは側面的な部分です。そういう

事例もありますということであって、それが理由で市民の皆さんにとっ

てですね、負担をふやすという発想じゃなくて、そういう事例も側面も

あると、そして近隣と余りにも差があるとそういう事例もありますよと

いうことを申し上げているんで、それが改正の大きな理由というわけで

はなく、改正の一番大きな理由は持ち込みのときに指定袋に入れるとい

うことの苦情が多々ありますので、それを解消していきたいというのが

まず一番大きな理由です。 

 

吉永美子委員 それが大きな理由ということであればですね、もうちょっとこ

ういうふうに細かくしないで結局２０キロまでの人は仮に２１キロ、１

キロふえただけで有料なるわけでしょう。だからごみ袋に対して苦情が

あったということであれば、そのごみ袋の部分を解消だけをするという

ことには行き着かないんですか。その苦情に対応するということであれ

ば、それはできないんでしょうか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 だからごみ袋で持ち込むことをやめるだけ

ということですかね。そうするとそこだけを改正して今までように１０

０キロ以下は無料と。１００キロから２００キロまでは１，０８０円と

いうことで同じ料金体系でやるという考え方はあると思います。ただ先

ほど言いましたように指定袋を買わなくていいというか、ステーション

に出す場合もセンターに持ち込む場合も指定袋持ってきてくださいよと

いうことは、お金を取りますよということですから、指定袋をやめてそ

のままの料金体系でやったら、ちょっと整合性が取れないなと。今まで

持ってきてもらっても指定袋ということで、二十何円の袋を買ってです

ね、１０袋持ってくれば２００円くらいかかっているわけですけど、そ

れをトラックにそのまま積んできていいですよということですので、そ

こを考慮して１００キロまでの無料というのを引き下げていきたいとい



48 

 

う考え方です。 

 

吉永美子委員 家の近くにごみステーションあるわけじゃないですか。それを

持って来られるちゅうのはやっぱり事情があると思うんですよ。仕事と

かでいつも行けないとか、そういった事情があって行かれるわけで、そ

うなってくると結局、本来市民の権利としてごみステーションのところ

に自治会のに出せれるものを出さないで持っていくということは、それ

だけガソリン代もかかるわけじゃないですか。だからそれを指定場所に

出す人と持っていく人の差があっても決しておかしいと言い切れるです

かね。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 地元のステーションに例えばですけど、不

燃ごみを持ち込むと。当然全て無料ですので指定袋がありませんから。

それをガソリン使って不燃ごみを自分がトラックに積んで持ち込んだと。

そしたらお金を取られるという話ですね。今の改正前でもトラックで不

燃ごみを持ち込んだらステーションに持ち込んだらただですけど、セン

ターに持ち込めば１００キロ超えれば１，０８０円かかっているという

ことです。今、吉永議員さん言われるようにちょっとおかしいじゃない

かと。わざわざ車使って行って。ただそれは他市でもいろんな事例があ

りますけれど、カンもビンも不燃ごみもさまざまなものに指定袋制度を

設けている市がありますが、ということは、ステーションに出す場合も

持ち込んだ場合もお金を取りますよということです。今、山陽小野田市

は指定袋は１つですから、指定袋はない分は無料ですけど、ごみの処理

費は膨大に６億とか７億かかっています。ステーションに出す場合も本

来とるべきかもしれませんけど、持ち込んだ場合は、量に見合った料金

を取らせてくださいということで、今の条例があるということです。今

回は、センターに持ち込む際の燃やせるごみに対する指定袋をやめます

ので、その条例の負担区分を少し見直していくということで、ちょっと

説明が下手くそで申しわけないんですけど御理解をいただければと思い

ますけど。 

 

川上市民生活部長 吉永委員さんが言われるようにごみの袋だけを入れなくて

いいと、今までどおり持ち込んだ場合は無料でということになるとです

ね、持ち込む方がこれ以上ふえるとですね、あそこのごみピットの前が

これ以上混雑したら本来の収集車が時間的にですね、今までの業務の時

間内で収まらないとかいうことも出てくるかもわかりません。今でも随

分混雑していますので、その辺の解消も図れるんじゃないかと。本来は、
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できればごみステーションにごみは出してほしいわけでございます。そ

ういう方向もありますので、その辺は考えていただきたいと思っていま

す。 

 

吉永美子委員 言われること決して否定はしませんが結局そこに来られるとい

うことは事情があるというふうに普通思うじゃないですか。出せないと

いう。で、今言われてほかのリサイクルの関係にも指定ごみ袋を使って

いるところもあると言われますが、リサイクルによる収益が数千万、山

陽小野田だってあるわけでしょう。だから持ってこられた中で収益も上

がっているわけでしょう。だから全てに要は市の負担がかかっているわ

けじゃないじゃないですか、持ってこられる中で、だからその辺という

のが、言われるのがちょっと余り他市を言われると、ちょっと違うのか

なってという、山陽小野田の実情で言っていただきたいってすごく思い

ますよね。他市との均衡っていうよりも、ですので以前から申し上げて

いる一般廃棄物の処理施設建設のための基金も今年度で終るわけで、そ

ういった積み立てもなくなっていってリサイクル料金はしっかり出るわ

けですから収益は。だから総合的にですよね、市民のいわゆる利便性、

市民へのサービス、そういった総合的に考えていただいて、もうちょっ

と検討してほしかったかなというふうに私は思いましたね。今まで新し

い施設のためにためていた基金という部分も１，２００万でしょう、年

間。その部分は来年度から要らなくなるわけじゃないですか。だからや

はり市民がリサイクルを出すことによっての収益が上がっているわけだ

から、その辺も考えての、いわゆる一般廃棄物に関する処理手数料はち

ょっと全ての面でもうちょっと考えてほしかったかなというふうに私は

思いましたけど、本当に先ほど言いましたように２０キロと２１キロと

いったら、ちょっとした差で１００グラムふえたら有料になるわけでし

ょう。ですよね。２０キロと１００グラムやったら有料になるわけでし

ょう。何か１００キロというある程度大きなところのくくりはそのまま

でほかのやり方を変えてもよかったのではないかなと、ちょっと思うと

ころがありました。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 今の現行でいえば、９９キロは無料で１０

１キロから、どんと１，０８０円になると。どっかで線引きが出るのは

今、委員さんが言われるように２０キロで出るのか、４０キロ、５０キ

ロで出るかですね、線を引けば必ず前後で差があるということで、御理

解いただきたい。それで２０キログラムごとにしたのは、それは１つの

理由で２０キロ超えたらもう５４０円ということになると。１９キロと
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２１キロの差がどんと出ますので、そこは２０キロで細分化させていた

だいて、今この区分のやり方は、この条例の別表１でも省略されていま

すけど、事業系の一般廃棄物。家庭じゃなくて。事業系の一般廃棄物を

持ち込まれるときの区分の仕方が今と同じ区分の仕方です。２０キログ

ラムから。（何事か発言する者あり）事業系の場合、無料がないと思い

ますので、（何事か発言する者あり）はい。ゼロから２０、２０から４

０で。２０キログラムごとでとっています。ただ細分化することが煩雑

のように見えるけど公平という考え方でいます。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいやだから事業系をね、僕は引き合いに出すのはまずい

と思うんですよ。事業系っていうのは、いわゆる事業に応じて出てくる

ごみですからね。当然それはね、何かでカバーしてるわけですよ。だか

ら一般家庭というのはそうじゃないわけだから。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 事業系と同じ２０キログラムでのくくりに

して、細分化することで、公平性を保っているということで、ちょっと

事業系を引き合いに出しましたけど、言っている意味はそれで重量に応

じた金額で。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいやあのね、公平性って言うんだったら１８％安くなっ

て、５０％高くなるというね、この公平性はどうなんかって話になるわ

けですよ。だからその基本的な方向性がよくわからないのは、何でこれ

までですね、他市と違う料金体系にしていたのか、なぜ他市にですね、

右倣えせんにゃいけんのかというね、この利用がよくわからないんです

よ。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 説得力がなくてあれなんですが、もともと

発想は苦情も多い、持ち込みの指定袋というのを削除したいということ。

それにともなってこれまでお金をいただいているものですから、今の無

料の部分を少し引き下げていきたいと。それで今、部長も言いましたけ

ど、強いては減量化とかですね、さまざまなものもメリットあるんじゃ

ないかということで、他市というよりも、そこが出発点で。他市も防府

市みたいに全て無料というところもありますので、それに見習えばいい

と、それは市民にとってそれが一番いいと思います。幾ら持ってきても

いいですよというんで。事業系にしても事業振興のために幾ら持ってき

ちゃってもいいですよって、それはあるかもしれませんけど、そこは全

体を見ながらほかの市も見ながらバランスをとっていきたいということ
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で、こういう形としたわけです。 

 

下瀬俊夫委員長 説得力ないでしょう。１８％安くなるけどやね、５０％高く

なるというね、これ一般市民にどうやって説明するんですか、一体。 

 

川上市民生活部長 私が申し上げたようにステーションに基本的に出してほし

いというのがあります。細分化しますとですね、今まで１００キロ未満

の方は無料だから持って行ったらええわあやというふうに考えていらっ

しゃったかもわかりませんけど、まあこれくらいの量であれば持ち込ま

んでもステーションに出しましょうかという人がふえてくれればいいと

いうことも私どもは考えておるわけです。 

 

岩本信子委員 私は基本的にちょっと考え方が違うんですが、市民サービスと

いうのが、安くすることが市民サービスだと思っていません。というの

がですね、今からこの日本の社会もそうなんですけど、ごみの減量化っ

ていうのは、ものすごい社会的課題だと思います。日本全体でも考えて

いかなくてはいけないし、山陽小野田市の市民、まあ国民一人一人がこ

の減量化っていう問題をすごく捉えていかなくちゃいけない。それにあ

って、こういうふうなことが決められたって最後にちょっと言われまし

たけど、その先ほどの指定袋がどうじゃこうじゃ、削除するとか何とか

いうよりも、まず大前提はそこに本当は持っていかなくちゃいけないん

ではないかと思うんですよ。お金を出すことが市民サービスが低下じゃ

なくて、市民の意識がですね、私らでも買い物行って、袋くれって、い

やごみになるから要りませんって言うんですよ。どこに行っても皆。や

っぱりそういうふうな意識が要ることによってごみが減ってくるという

ことを植えつけていかなくちゃいけないというのが私は大前提であると

思いますので。 

 

下瀬俊夫委員長 あのねその議論の前提は崩れているんですよ、もう。 

 

岩本信子委員 いや崩れてないと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 崩れているんですよ、あなた。ごみの処理場にやね、このご

みの減量化についての基本的な方針はないんですよ。 

 

岩本信子委員 だからそれをせんにゃいけんと言っているんですよ。 

 



52 

 

下瀬俊夫委員長 だったらもっとあんた、ごみのこの処理場の件でやね、言わ

んにゃいけんかったけどやね、そんときにはそういう減量化の話はなか

ったじゃないですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 減量化に対する基本方針とか考え方がない

ということを言われるんですが、数値だけちょっと申し上げます。平成

１７年から平成２５年までですが、要するに収集の燃やせるごみの分で

言えば１７年を基準年としたら現平成２５年で８１％、１９％の減にな

っています。ただこれは人口も減になっていますので、一概には言えな

いんですけど、一人当たりの排出量で言いますと平成１７年が２６３キ

ロ、一人当たりですね、平成２５年が２２４キロ。一人当たりの排出量

で約１５％の減です。これは人口減もありますけど、人口で割ったとき

の排出量で言えば、そういう推移になっています。以上です。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいやそもそもね、ごみ処理場のいわゆる投入量について

はですね、一定の量を確保しなければならないという前提じゃなかった

ですか。あのごみ処理場の計画の中でごみの減量化はどうするか。いか

にしてごみを減らすかという発想はね、私は基本的にはなかったと思う

んですよ。 

 

石田清廉委員 料金区分的にはプラスの部分もありますし、マイナスもありま

す。しかしトータルして、環境的な問題も含めて、トータルして市民に

広く負担を少しでもしてもらう部分もあってもこれはやむを得ないと思

います。ただそのことがごみの減量化につながったりするプラスがあれ

ばいいし、一方では懸念材料としては不法投棄が出てくるということも

お考えになられて政策的にその辺の監視も含めてですね、きちっとやっ

ていただくことがこの改正の一番大事なとこじゃないかと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 それ意見ですか。何を聞きたいわけ。 

 

石田清廉委員 不法投棄の面もですね、きちっと管理をしていただけるかどう

かということも一応お尋ねしたいと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 答えられるの。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 今御意見いただきました不法投棄の監視ま

たは予防。十分にやっていきたいと、現在もやっておりますけれど。１
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００キロまでが無料がなくなったから、それを不法投棄するということ

が絶対起こらないように、そういう啓発も努めていかなければならない

ということもあります。 

 

下瀬俊夫委員長 それは無理でしょう。人がおらんところに不法投棄するわけ

じゃからやね。どうやって監視するんですか、一体。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 市内の至るところを監視することは当然で

きません。ただ不法投棄が多い現場っていうのは環境課ではつかんでい

ますので、それを含めて、ずっと監視は当然できませんので、パトロ－

ルとか地域住民にまたそういう通報をいただくとかですね、そういう体

制でいきたいと考えています。 

 

下瀬俊夫委員長 あのねまず無理なんですよ。捨てた後に処理するというのは

できるんです。不法投棄をね。不法投棄を防ぐことはできんでしょう。

それは私たちの家の近くはねどんどん捨てますよ、これから。こういう

ことされるとね。それは監視カメラでもつけてやね、対応する気があれ

ばやね、それ以外ないでしょう。そんなことはできんいね。それからご

みの減量化につながるという話があるけど減量化の問題と有料化の話は

違うでしょう。話として。ねえ。全然違うと思いますよ。それはね、ど

っかに行くんですよ。そのごみが。減量化じゃなしによそに行ってしま

うんです。それは食生活そのものをどうするかという問題であってね、

いわゆるスーパーなんかでも、どんどんごみ出しできるような内容にし

て、家庭に皆任せてしまうような状況であればですね、ごみは出てくる

一方なんですよね。だから家庭だけで対応できる話じゃないんじゃろう

と僕は思うんですけどね。ま、それはいいです。 

 

岩本信子委員 委員長、意見があります。あの今委員長が言われたその減量化

なんですけれど、私は有料化することによって減量化はできると。自分

が主婦してますので。それで先ほど言われましたように商店の中でパッ

クとか何とかずっと出ます。そういうのは全部今、回収してきちんと私

はごみを出さないようにして皆、女性の中ではほとんど牛乳パックから

何から皆まとめてそういうところに持って行ってます。だから有料化す

るということは、やはりそのごみの減量化につながってくると私は当然

生活の中でそう思いますので、それはそれで有料化ということは大事だ

と思ってます。以上です。 
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下瀬俊夫委員長 いやいや有料化が、そんなことねここで言う話じゃなかろう

が。質問しなさいよ、質問をちゃんと。（何事か発言する者あり）いや

いや僕はもう執行部に聞きよんじゃあね。有料化がなぜ減量につながる

のかって。そんな根拠なんかありゃせんじゃろうがって。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 平成２０年に指定袋の手数料を上乗せして

５円、４円、２円をしたということで、先ほど申し上げましたデータで

言いますと、平成２０年途中ですから２１年、２２年その辺が、それが

有料化の影響で全てそうなっているとは言いませんが、データで言えば、

かなりごみが減っているのは事実です。そして横ばいから若干少しふえ

てきていると。横ばいと言っていいんですけど。そういう状況もありま

す。あのときにごみの手数料を導入したときに、ごみの減量化っていう

話をさせてもらったと思いますけれど、ある程度の成果は見えていると

いう認識はあります。今回がそれにつながるかどうかというのは、部長

も申しましたけどそういうことも考えられますけれど、ごみの減量化の

ための条例改正という意味合いでは若干ない部分はありますので、しい

ては減量化に少しでもつながっていくようにやっていきたいというとこ

ろであります。 

 

下瀬俊夫委員長 あの減量化ってのはね、有料化をしたから減量化になるとい

う話じゃないんですよ。確かに一時的にはねそういう減量化に傾向はあ

るかもしれないけれど、こういうものはね、すぐふえていくんです。だ

からね、私は減量化の問題ってのはそんなもんではないと。政策的な問

題があるというふうに思うんですね。今言っているように公平性ってい

う問題でその１８％安くなるけど５０％高くなるというね、これをね、

実は私たちはこれから市民に説明せんにゃいけんわけですよ。どうやっ

て説明するんですか。市民は納得せんですよ、こんな話を。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 ごみ処理については、人件費入れて６億数

千万かかっています。それは当然税金でやればいいじゃないかというこ

とになると思うんですが、その辺皆さんに少しでも広く負担をしていた

だいて薄く広くですね、今、ベースで言えば１０キロ５０円です。それ

は無料範囲があったからそこだけクローズアップされますけど、その単

価を変えているわけじゃないんですから、その単価をがくっと上げると

いうことは、当然厳しくなりますけど無料の範囲を下げるということは、

今までの方はそれで負担になりますけど、その額をできるだけ抑えるよ

うに２０キログラムごとで段階をつけて２０キロで２１０円でしたかね、
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そのぐらいの負担はお願いしたいと。いろんな手数料とか上がったり、

消費税は別にして上がったりすることもあると思いますけど、長い間こ

れでやってきていますので、今回はこの契機にこういう形でお願いでき

ないかということで御説明したいというふうに思います。 

 

川上市民生活部長 委員長さん、有料化ということで負担がふえるということ

でありますけど、まあふえるだけじゃなくて、最初に佐久間のほうも説

明しましたけど、１００キロ未満で持って行かれていた方、今まで指定

袋に入れて持って行かれておりました。これが今度は持ち込みの場合は、

要らなくなります。指定袋は例えば９０キロの場合どれくらいの袋を使

っていらっしゃったのかということを考えればですね、負担がそんなに

ふえているとは私は思っておりません。 

 

下瀬俊夫委員長 実態は違うよね。指定袋に入れて持っていかないで捨てよっ

たって、受け入れてくれたんじゃないですか、今まで。現場では。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 私が平成２２年に環境課長に来たときにで

すね、何回も苦情を、課長を出せみたいな話があってですね、何で持っ

て行くのに指定袋に入れて行かんにゃいけんのんかと。それでいろいろ

トラブルがあるから現場対応でそれは見逃した事例もあると思います。

入れてないけれども、もめるのがいやだったからですね、それでも次か

らお願いしますよとかですね。また次も入れてこないとかですね。いろ

いろな事例があったと思いますけど、基本的にはそれで窓口で説明して

対応しているということで、非常に苦労していたと。その辺をすっきり

させたいと、これは大きな問題と私は思って条例の改正を上程させても

らっていると。現場で本当に大きな問題で、昔、落ち葉持ってきて、ト

ラックで、それを入れる、入れないでもめるわけですので、そういう無

益な、そこで市民とのトラブルをですね、ずっとこれを放置していく、

新ごみが４月１日に供用開始になります。この機を逃すと、次がなかな

か難しいという思いがあります。御理解いただければありがたいと思う

んですけど。そういう認識です。 

 

小野泰委員 ５２％が手数料が要るようになるということになりますね、で、

それと同時にこの１８％が安くなると。これ具体的にこの数量で一体現

金が何ぼ入ってきたのか、それと同時にこれをこの計算にやりかえると

ですね、何ぼになるのか。それが出てないですよ。 
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佐久間市民生活部次長兼環境課長 今の実態調査の事例で改正前では、実際に

歳入としてこれだけ入っているというのは、計算上ですので、ちょっと

端数がずれてきていると思いますけれど。改正前で７万６，０００円前

後と思います。それが改正された後の計算でいきますと、１１万９，０

００円程度。４万ぐらい。 

 

下瀬俊夫委員長 これ年間ですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 ４万３，０００円ぐらい。これは今実態調

査の２９６件を計算した場合です。 

 

下瀬俊夫委員長 いやだから年間どれくらいなるんですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 これが一週間、月曜から金曜のデータです

ので、単純にいえば、５２週ありますかね、１年間。割合だけで計算す

ればそういうことになります。 

 

下瀬俊夫委員長 だからどれぐらいになるんかね。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 単純に５０週掛けたら、２１５万ぐらいで

す。 

 

下瀬俊夫委員長 どっちが。改定後ですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 ふえるということです。 

 

下瀬俊夫委員長 ２１５万ふえるんですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 夏はごみが一番多い時期というふうな認識

もありますので、一応目安の数字ということで。御認識をお願いしたい

と思います。 

 

川上市民生活部長 今の数字はですね、５日間の実証事例、それを捉えてその

まま上がっていった場合という計算でございます。私が先ほど申したよ

うに、こういう２０キロきざみの重量制にした場合にごみを持ち込まな

い人がふえてくれるという私ども期待を持っていますので、そのように

考えるとこれだけの収益増にはならないと思っています。以上です。 
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下瀬俊夫委員長 だからこの経費に見合うこの料金改定という言い方もされま

したよね。２１５万がそうなるんですか。処理経費です。新ごみ処理の

費用ですよ。費用の足しにするみたいな話があったじゃないですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 年間のごみ処理に関する費用が６億幾らか

かっているということを言いましたけど、新ごみということで言っては

いないと思いますけど。 

 

下瀬俊夫委員長 どうせ新ごみじゃろう、これ。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 はい、それは新ごみです。これから２０キ

ロ以下の方しか無料でないというのは、今部長が言いましたように結果

的にですね、ごみの減量化につながっていけばいいと思いますし、今、

減量化で申し上げますと、ごみの中に含まれているのは雑紙が非常に多

い。委員の皆様もそうですけど、紙をどこまで、新聞、ダンボールは分

別しても普通の紙ですね、これをどこまで分別して、資源ごみを出す日

に出していただけるかというのが、ごみの減量化でいえば、もっとも大

きいところです。あとこれまで何度も指摘されていますけど、廃プラの

分別ですよね。プラスチックのですね。これも大きな減量につながると

いうのは、認識がありますけどこれについては、新ごみの建設のときの

委員会でも助燃材としてこれを分別していかないということを何度も御

説明させてもらってきていますけど、廃プラは今そのままですけど、雑

紙は一応分別して、資源ごみの日に出してくださいということになって

ますので、これをもっと徹底すればかなりのメリットも出るし、それは

売れるわけですから、リサイクルの収益金にもなるということで、その

辺もまた今後力を入れていく必要、まあ今回の件とちょっとずれますけ

れど、力を入れていきたいというふうには考えています。 

 

吉永美子委員 参考に教えていただきたいんですけど、表で出していただいて

いる県内他市の状況で、持ち込みのときに指定ごみ袋になっているのは、

どこですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 通常指定袋でというのはないんですけれど、

萩市においては全量を指定袋で持ち込んだら無料にするとかですね、複

雑なんですけれど。全てのごみを全て指定袋に入れたら当然それに料金

がかかっているから重量制じゃないですよというのはあります。意味わ

かりますかね。それ以外は、今、全市の条例コピーは持っていますけど、
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全部見ないとわからないんですけれど、私の頭の中では指定ごみ袋で持

ち込むという規定はほとんどないと思います。 

 

吉永美子委員 ほとんどないということは、他市の状況との、他市が云々とい

うことを言われたけど、うちにとっては苦情が多くあるのは、指定ごみ

袋何で使わんにゃいけんのと怒っているんじゃないですか。そこのとこ

ろが他市は指定袋で全くないので、その辺の苦情は入っていないという

認識をされているということですかね。うちの場合は。山陽小野田市と

しては。じゃこの萩市の場合、指定袋に全部したら無料ということは、

何かちょっと今言われているのと少し違いますよね。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 条例どおり萩市を読みますと、萩市は５０

キログラムまで５１０円、それを超えるときにはその都度５１０円加算

するということですけど、市長が定める袋に全量を収納し、またはごみ

収集券、大型ごみとかシールを張るのがあるんですけど、事前に公民館

でそのシールを買ってそれを張りつけて、持ち込むということですけど、

その場合には無料とすると。当然もう事前に袋に入れて持ってくるから

無料にすると。これはこれまでの山陽小野田も袋で持ち込んだら、無料

ですよね、無料というか袋代のほうで先にとられているからということ

で。 

 

下瀬俊夫委員長 そのことは検討しなかったんですか。例えばごみ袋で持ち込

んだ場合は無料だと。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 ごみ袋で持ち込んだ場合は、ごみ袋を先に

買っているから無料ですよというのが今の条例ですよね。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいや新規です。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 実際には混合ごみで持ち込まれますので、

トラックで来られた場合、不燃、家具とか小さい家具、その中にまた燃

えるごみがあると。混合で持ち込まれますから実際には燃えるごみだけ

を指定袋に入れてきてくださいというのは、それは無料ですから、それ

をのけて、重さを計らないといけないですよね。その燃やせるごみ、指

定袋に入れたものも一緒に重量で加算してしまうと二重取りになります

ので、それをのけてトラックのスケールに乗せて、また不燃ごみとかい

ろんなところに降ろして空になって帰って、結局３回量らなきゃいけな
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くなるわけですよね。初め来たときに、燃えるごみも何もかんも１回量

る。それで燃やせるところで指定袋に入ったごみ袋を１０個なら１０個、

ごみピットに入れる。 

 

下瀬俊夫委員長 それは同じことでしょう。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 それでもう１回回ってきて・・・。 

 

下瀬俊夫委員長 それは同じじゃないですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 ３回量るようになる。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいやだから粗大ごみを持ち込んで、混合で持ち込んでも

やね、当然取る分は粗大ごみは別口でしょう。料金取るのは。重量制だ

から。同じことじゃないですか。粗大ごみを持ち込んだって当然３回計

らんにゃいけんわけでしょう。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 ２回です。 

 

下瀬俊夫委員長 何で。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 通常、車で入って、ごみを積んだまま重量

を計ります。所定のところで全部降ろして、帰ってきて空で計って、そ

の差額が重量ですけど、それに可燃ごみで指定袋に入れてきているもの

があれば・・。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいや違います。この条例で対応した場合に粗大ごみとい

わゆる燃えるごみを一緒に持ち込んだ場合でも、粗大ごみの分が入っと

ったら重量変わってくるでしょう。重量制にしたら。当然３回量らんに

ゃいけんでしょう。燃えるごみは燃えるごみで別個に計らんにゃいけん

のじゃないんですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 粗大ごみは持ち込んだときに重量で計りま

すので、ほかのごみと一緒にたんすがあろうが何があろうがみんな一緒

に計ります。だから２回です。可燃ごみをその袋に入れている分があれ

ば袋の分を先に降ろしたりせんにゃいけんから、そのときは３回になり

ます。今度はそれがなくなるから、全部重量制ですから一般家庭の方が
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何を積んできても重量一本でいくからですね。 

 

下瀬俊夫委員長 粗大ごみも重量でいくんかね。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 はい、そうです。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいやだから燃えるごみが例えば、この２００キロね、粗

大ごみが例えば１００キロあって、全体で３００キロの場合ですよ。こ

の燃やすごみは２００キロなんだけど、３００キロ分のお金を払うって

ことになるんですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 そのとおりです。持ち込んだ場合は粗大ご

み、不燃、何であれ重量一本ですので。 

 

下瀬俊夫委員長 重量一本でいくんかね。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 はい。粗大ごみを家庭に取りに来てもらう

場合には、１個につき５４０円の１個ごとの単価でいきますけど、持ち

込みの場合は全て、何を持ち込もうと全て重量で。 

 

下瀬俊夫委員長 重量でいく。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 はい。 

 

下瀬俊夫委員長 だけどその指定ごみ袋で持ち込んだ場合、それはその分だけ

無料にするという方法があれば、その３回という手間はあってもやね、

そういう方法もあるんじゃないんですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 それが今の体制です。 

 

下瀬俊夫委員長 はい、だから。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 指定袋に入れていった分はもう指定袋買っ

ているわけですから、それは重量でのお金取りませんよというのは今の

体制です。それを指定袋に入れなくていいですよと。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいやだから。入れたっていいわけじゃろう。別に入れん
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でもいいかもしれんけど、入れたっていいわけでしょう。そういう場合

どうするんですかって聞いている。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 今度の条例改正では入れないんです。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいや。例えば入れた場合にはそれは無料になるのか、な

らんのかって話です。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 条例改正すれば全て重量制ですから、指定

袋で入れてこられても２０キロを超えれば、それは有料です。 

 

下瀬俊夫委員長 関係ないわけやな。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 それでそういう混乱が起きるであろうとい

うことがありましたので、事前によく周知をしなければ、今まで指定袋

で持ってこられた方が４月１日以降にも指定袋で持ってきたら従量制で

すよと言われたら指定袋返せえやという話になりますので、その辺はよ

く周知していきたいし、例えば１回目も条例周知ができなかったら、次

からこうですよ、よく気をつけてくださいって、１回目は仮に見逃して

もですね、大した問題ではありませんので、その辺はそうやって周知し

ていくということになろうと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。これどうするかね。 

 

吉永美子委員 済みません。決して執行部のされることに反対するってあれじ

ゃないんですけど、自分自身がこうきちんと何て言うかな、納得できて

いないというところでですね、大変賛否が難しい中にあるんですけど、

先ほど答弁いただいた中とかでも、だろうって言われるじゃないですか、

よその市は指定ごみを使っていないだろうって言われましたよね、指定

ごみ袋をよそは全く使っていないっていう実態ですね、じゃ。はっきり

使っていないんですね、出された資料です。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 １３市のごみの持ち込みの場合ですけど、

ステーションに出す場合はほとんどが指定袋ですから、ですから持ち込

みの場合ですよね。だろうって言ったのは、萩市の条例が印象にあった

からそれ言いましたけど、残りの１１市を全て今頭の中にないから、全

て見ることができないから、だろうと言いました。全部調べてそれは十
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分回答はできますけれど。今じゃなくてもよければですね。 

 

吉永美子委員 するともう１点防府市が最近新ごみ処理施設をつくられました

よね。違いますか。あれリサイクルセンターですか。新しいごみ処理施

設つくったじゃないですか。防府市が。新しくできているじゃないです

か。そんな中でだから防府市は以前が全くゼロでされていたのか、その

実態もゼロでしょ、持ち込みが。いただいている資料によると。そうい

ったもう少しこうきちんとした何て言うんですか、こちらが判断するに

当たってですね、やっぱり防府市がゼロっていうことは、どういう考え

方でゼロにされているのかなって、すごくここだけちょっと突出してい

ますよね。だからその辺考え方っていうのがやはり先ほど言われた他市

との均衡を保つっていうのは、グラムだけ言われているかもしれません

が、やはりこちらが判断する資料としてはですね、やっぱり山陽小野田

市としてこうきちんと納得いく答えちゅうか、執行部からいただくため

には、防府市がなぜゼロで、新ごみ処理施設になって変えたのかとか、

そういったきちんとしたものをこれ出す以上は、だろうじゃなくていた

だけると先ほど言われた時間かかっていいんなら、出すとも言われた分

も含めてもう少し詳しいものをいただけると少し判断がこうしやすくな

るという部分はあるんですけど、それともう１点ですね、苦情がたくさ

んあるって言われますが、そういった分析とかも出てないじゃないです

か、多くある多くあるって言われて、だからそういった根拠となる部分

ですよね、例えば２９６件あるけど、これがじゃ全体の市民が出す分の

どのぐらい占めて、それで２９６件にはダブっている人はどれだけいる

のか、同じ人がいつも出されているのじゃないのか、２９６件は全部違

うのかっていう、どれだけの人たちが、ごみを持ち込みされているのか、

これを私は先ほど言ったように何かしらの事情があるんじゃないかと思

ってるんですけど、持ち込むということは、日ごろ出せない。ましてや

２４時間やめたし、何年か前にやめましたよね、ですのでそういう事情

があって持ち込まざるを得ない人たちもおられるかもしれない。ステー

ションに持って行きたくても。そういったいろんな実態があるじゃない

かと思うんですけど、これが出された２９６件もいわゆる本当はもっと

少ない人たちが何回か来ているという、いわゆるこれは延べでしょう。

ですので、やはりこちらにこうある面、市民の負担がふえるというとこ

ろで、出してこられるわけですから、だからそういった点では委員会に

対しても、もう少しこの納得できるような内容をいただけるとありがた

いと思います。苦情が多くあると言われるけど、じゃどれだけ出てきた

のか、どれだけ環境衛生センターに対して苦情が市民から何年で何件出
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てきたとか、そういったのが見えてこないし、だからこちらの判断材料

がちょっと私にとっては乏しいんです。 

 

下瀬俊夫委員長 お聞きしますがね、ごみステーションのいわゆるごみ出しの

件ですよね、これ市民間で公平だと思いますか。自治会管理のわけです

よね、あれは基本的に。自治会に入ってなければごみ出せないでしょう。

そういう方がたくさん要るんじゃないですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 吉永委員さんがさっき言われました２９６

件、ステーションに出せない事情を一人一人把握することや延べかどう

かを調査することは相当厳しい状況です。各市の条例については条例を

見ればですね、その辺は書いてありますので、それは把握できます。そ

ういう感じを持っていますけど、できるだけ必要な資料はですね、出そ

うと思いますけど、今言われたとこは非常に難しい。苦情の問題も、確

認はしますけれど正確な数字が出るかどうかっていうのは、ちょっと申

し上げられませんので、済みません。それと自治会に入ってない方は出

せないじゃないかということで、これも自治会の加入率の問題と絡めて

ですね、そういう事例があるのも十分承知しています。それで特異な例

ですけれど、自治会に入らないけどごみだけ出させてくださいって自治

会長さんにお願いされてですね、その清掃の日に出るとか、それステー

ションを買うのに今、お金かかっていますよね。あのステンレスの網か

ごとかですね。その分については出しますから、ごみだけ出させてくだ

さいっていう方もあるし、自治会に入ってなきゃだめという事例もあり

ます。で、その方はもうセンターに自分で持ち込むしか、現時点で方法

がないとかですね。 

 

下瀬俊夫委員長 そんなことないでしょう。市民がごみを取りに来いと言った

らね、行政は取りに行かなきゃいけない義務があるんじゃないですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 今、廃棄物の処理基本計画では、個別収集

という、処理基本計画ですね、これに基づいて行政は行っていますけど、

これはステーション方式ということでやっていますので、うちは家に来

てくれというのは基本的には受け付けていません。 

 

下瀬俊夫委員長 いやいやだけど、このいわゆるごみ処理基本法の立場でいけ

ばね、ごみについては行政は遅滞なく収集しなきゃいけない責任がある

わけでしょう。そうすると今みたいにステーションに出せないような環
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境にある場合は、行政が取りに行かない、基本的には取りに行かないと

いう方針ですよね、あなた方は。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 基本的にはそれを取りに行かないというの

が基本です。後は個別対応で、いろんな方法を御相談にのることはあり

ます。私が相談にのった事例では高齢で出せないという方もあります。

それにはちょっと高齢障害課と協議して、ヘルパーさんにその辺をフォ

ローしてもらうとかですね、そういうこと。自治会に入ってない方には

今言ったように自治会にはもう単身赴任で来ているだけで入らないから、

でもごみ出しだけは出させてくれと。自分で御相談してみる。そういう

方法も話しています。どうにもならないときには、自分で持ち込んでも

らうことはできますかなどお聞きはしますが、一方的に個人だからもう

受け付けませんと一刀両断に切ることは当然していません。基本的には

今の中では個別収集までやれる体制はとっていませんので、それはケー

ス・バイ・ケースでそのような対応はさせてもらっているということで

す。 

 

下瀬俊夫委員長 ただ今言ったようにごみが出たら、行政は収集する責任があ

るというのは事実ですよね。だけど今言ったようにごみステーションに

出せない場合、自分で持ち込む以外ないという方もね、たくさんいるわ

けですよ。それができなかったらね、自宅でもう燃やすしかないんです。

それは基本的にだめだってことなんでしょう。ね。だからね持ち込むし

かないんですよ。それがね、こういう格好で一気に値上げされるという

ことになるとね、そういう市民が本当に納得できるかなというのがね、

幾ら説明してもこれはなかなか難しいと僕は思いますよ。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 通常４５リットルの指定袋の大で、通常の

一般家庭がまあまあ入れればですね、よほど水分が多くなければ５キロ

ぐらいです。それで２０キロというところを残している理由の１つに、

今自治会で出せないとか、持ち込んだ場合、通常の一般家庭のごみであ

れば２０キロでカバーできるという意味合いもあって２０キロとしてい

るところもあります。 

 

下瀬俊夫委員長 だからそれはね、その一週間に１回の話じゃないわけだから

ね、ごみ出しをするのに１カ月分まとめて行かんにゃいけんとかってや

つがあるわけでしょう。ほかに。 
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三浦英統委員 この資料の中の２９６件の中の個人が持ってくる量、それから

業者さんがくる量、これ全部個人ですか。 

 

下瀬俊夫委員長 全部個人。 

 

三浦英統委員 業者じゃないんですか。これの燃えるごみとですね、それから

一般の廃棄物というんですか、ここらの仕分けはしていらっしゃるんで

すか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 その仕分けは重量だけです。不燃ごみもあ

れば、可燃ごみもある、さまざまな混合ごみとして持ち込まれています

ので、重量のみです。 

 

下瀬俊夫委員長 基本的に家庭ごみやろ。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 家庭ごみを持ち込まれるときに古いお茶碗

であったり、燃えるものであったり、扇風機であったり、燃えないもの

であったり、ちょっとした瓦とかあって、いろいろなものを含めて私ら

混合ごみと言っていますけど、この２９６件が本当に可燃ごみだけだっ

たのかとか、それはちょっと把握はできないんですが、一般的に考えれ

ば車で持ってこられるから、いろんなものを持ってこられると思います。

地元のステーションに出すときは、きょうはカンの日とかビンの日があ

りますけど、それがせっかく行くんだからあれもこれもって積んで行か

れますので、混合ごみになっている可能性が強いと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 吉永委員どうしますか。 

 

吉永美子委員 後でよければ資料を出すと言われたので、きょうはその資料を

お願いしてですね、とりあえずこの部分についてはきょうは採決しない

ということでいかがですか。 

 

下瀬俊夫委員長 動議ですか。 

 

吉永美子委員 この議案につきましては。出すって言われましたので。判断の

材料をもう少しいただけるとありがたく存じます。 

 

下瀬俊夫委員長 休憩する。はい。じゃ１０分休憩します。１５分まで休憩。 
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午後３時３分  休憩 

 

午後３時１７分 再開 

 

 

下瀬俊夫委員長 資料出るまで、再開して次の議案を先に先行してやりたいと

思います。議案第１０１号山陽小野田市斎場の指定管理者の指定につい

て執行部の説明を求めます。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 議案第１０１号山陽小野田市斎場の指定管

理者の指定についてであります。本市の公の施設である小野田斎場及び

山陽斎場の指定管理者を有限会社北斗産業に指定することについて、地

方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づき、議会の議決をお願いす

るものであります。指定の期間は、平成２７年４月１日から平成３０年

３月３１日までの３年間としますが、指定管理料につきましては、年間

２，４６７万円税抜となっております。なお、本来は公募が原則ですが、

これまでの実績等を考慮し、指定管理者選定における単独指定の基準に

基づき、今回は、現行の指定管理者を単独指定したところであります。

なお、選定委員会は１１月５日に開催し、候補者として決定しました。

審議のほどよろしくお願いします。 

 

吉永美子委員 通常は公募ですが、実績等を勘案して指名としたということで

すが、この実績というのはどのように勘案されて、公募に至らなかった

のかお聞かせください。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 これまでの実績で２期やっておられます。

今が２期目です。それがまず大きな実績。その間老朽化している両斎場

を維持管理も含めて十分対応していただいている。北斗産業さんそのも

のに、そういうメンテナンスをやり得る技術者もいるということで、今

後老朽化がさらに進んでいく中で、ぜひ新火葬場ができるまでを含めて

お願いしたいというのが実情です。 

 

吉永美子委員 次の指定管理料は幾らに。（「今言った」と発言する者あり）失

礼しました。その中に修繕費はどこまで北斗産業になって、幾ら以上は

市になるという約束はどうなっていますか。 
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木村環境課主査兼生活衛生係長 修繕料等の負担ですけども、１件につき１０

万円までという形で、それを下回る場合につきましては指定管理者のほ

うで負担をしていただきます。１件の工事がそれを超える場合につきま

しては、市のほうで見るという形になっております。 

 

吉永美子委員 １件につき１０万円までというのはわかるんですが、老朽化し

ていますので、１０万円が１カ月に１回、２回、３回とあるようでは、

とてもじゃないけど指定管理料で運営されるのが大変苦しくなるわけで

すが、この回数も規定がありますでしょうか。 

 

木村環境課主査兼生活衛生係長 回数につきましては特に規定はございません。 

 

吉永美子委員 そうすると２期受けられた中で、この修繕料というのは北斗産

業がどれほど１期ごと負担されておられるのでしょうか。 

 

木村環境課主査兼生活衛生係長 ２５年度の決算で報告が上がっております。

その分で修繕料と材料費というものを組んでおりますけれども、ざっと

概算ですけども、１９７万円ぐらいのものが２５年度では上がっており

ます。 

 

石田清廉委員 このたびは実績を配慮して単独指定ということでございますけ

ども、今までの北斗産業さんの実績の中で、事故らしき事故というのは

山陽側の電気の件、小野田側は炉が途中で炉壁がというような事故があ

りました。その辺も配慮の範囲なのかどうか、単独指定した以上はこの

３年間そういう事故がないような指導、管理を徹底していただかんとい

けんと思うんですよね。それと指定料金は前期と金額的には変わってお

りますか。それも含めて答えてください。 

 

木村環境課主査兼生活衛生係長 事故等々の件ですけども、これも今御指摘の

ありましたとおり昨年につきましては山陽側のほうで、電気のヒューズ

の関係があります。小野田斎場のほうも過去に炉のほうが多少剥離して

落ちたというような話もありますけれども、これも言い換えれば、指定

管理者のほうにお願いをする施設自体を使っていただいて、業務を行っ

ていただく、その責任というのは本来市のほうにあるわけでありまして、

それが壊れたから、そういう状況が起きたからといって、指定管理者の

責任に全てするというわけにはいきません。ですからその辺も考慮はし

ております。修繕料のほうも多少なりとも多くしておりますし、市の経
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常経費でも、どうにか修繕料を少しでも多く確保できるようにしている

ところであります。それと指定管理料ですけども、前回のときと料金が

変わっているかどうかということですけども、税抜きで言いますと２４

年から２６年は、税抜きで当初２，３８０万円。今回が同じく税抜きで

２，４６７万円ということで、８７万円ほど上がっております。 

 

岩本信子委員 先ほど実績と言われましたけど、その前に単独指定要綱によっ

てと言われましたよね、その単独指定要綱というのはどのような内容の

ものなんでしょうか。 

 

木村環境課主査兼生活衛生係長 これは市のほうで定めております、指定管理

者選定における単独指定の基準というものがあります。その項目の中で、

指定管理期間を終了し制度を継続する施設というものの中に、読上げま

すと、指定管理者から提出された実績報告、過去の実績とか決算報告、

十分な事情聴取、いわゆるモニタリングを行っております。そこの現場

の方々とですね。そういったものから総合的に判断と言いますか、審査

をして、いわゆる直営でやっていたときよりも指定管理者に変わってか

ら、その利用者が現状のサービス以上に、今までのサービス以上にそう

いったものを満足していらっしゃるかどうかといったものの基準がござ

います。ですから今回は先ほどの事故等ございましたが、それ全て今ま

での指定管理者のほうの過失があるというふうには捉えにくいという面

もございますので、それを除いて判断したときには、今の現行の管理者

のほうも十分そういった資格はあるんじゃないかということで判断して

おります。 

 

岩本信子委員 それと、単独指定で、先ほど市民から、モニタリングは現場の

方のモニタリングと言われましたけど、一番大事なのは市民からの評価

ですよね。この指定管理者に対する苦情とか、例えばよかったとか、そ

の辺の意見とかはどういうのがありましたでしょうか。 

 

木村環境課主査兼生活衛生係長 市民から直接お話が入るというのはほとんど

ございません。各地域による、例えば苦情といえば苦情になるのかもし

れないんですけども、地域の特性で習慣の違いといいますか、収骨の方

法とかが自分の地元とかなり違っていたので、ちょっとびっくりしまし

たということでお話があったりとかいうことはあります。職員の態度と

かその辺の対応がよかった悪かったというのは、年間を通して数件程度。

それは葬祭業者さんのほうから、あの時はどうだったかなということは、
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年に１件か２件あるかないかぐらいだろうと思います。特に大きな問題

はございません。 

 

岩本信子委員 接遇といいますか、接客に対しては十分な評価をされていると

いうことでいいんですかね。 

 

木村環境課主査兼生活衛生係長 そこの指定管理者の中でもいろいろと研修等

を重ねてらっしゃるようであります。選定委員会の中の委員さんのほう

からもそういう発言がありまして、その辺の危機管理体制といいますか、

そういったものにもどのようにされていらっしゃいますかという問いに、

そういう研修なり、１カ月２カ月に１回は職員を集めて、こういうとき

の対応はこういうふうにしようといったものもきちっとしていますとい

う回答をいただいております。 

 

矢田松夫副委員長 本来なら他業者があれば比較ができるんですが、今回なか

ったということですよね。本来なら選定委員会の中に出された資料。北

斗産業側からこのように見積もりをしたいという仕様、計画書が出され

たと思うんですが、それをこの委員会で出されなかったというのはどう

いうわけですか。北斗産業が出された計画書が前回までは出たわけなん

ですよね。今回は何もない。ただ業者名と指定期間だけしか出されなか

ったということですが、その他資料というのは出ないんですか。この委

員会に。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 ３年前は２社応募がありましたが、その選

定委員会に提出されたそれぞれの事業者の計画書、仕様書は委員会に出

していないと思います。停電事故があって委員会２回ぐらいやりました

ですかね。そのときに出したんですかね。３年前の選定委員会の結果を

議決いただくときには、計画書そのものは出していないという認識でお

ります。 

 

木村環境課主査兼生活衛生係長 先ほど御指摘のありました指定管理者、事業

主からの今後の計画的なものとか、資金面の計画、仕様に沿った意気込

みないし今後このような計画でやって行きますというのは、指定管理者

のほうの申し込みをしていただく申請書がございまして、その申請書に

全てそういったものを添付しているものがありますので、選定委員会に

は申請書類も全部開示して、そちらのほうで審査基準に則って審査をし

ていただいております。選定委員会で指定管理者となるための候補者と
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いう形で、そこまでを決めていただいて、これから先は議会に、それを

承認していただくという形です。審議はその段階で選定委員会でされて

いるという考えもありまして、この委員会では申請書類等の提示までは

考えておりませんでした。 

 

下瀬俊夫委員長 今の話は選定委員会に出したから議会に出さなくていいとい

うことですか。 

 

木村環境課主査兼生活衛生係長 言い方があれなんですけど、いわゆる計画も

申請書類の中の添付書類といいますか、そういった申請書類の中の全て

の中に資金計画とか今後どのようにやっていくとか、計画とか方針とか

いうものが掲げてありますので、そちらのほうまでこの委員会に出すか

どうかということですけど。 

 

矢田松夫副委員長 この委員会では北斗産業に決めるということの追認、何も

資料もないのに、それだけの任務ですか。そうじゃないんでしょ。北斗

産業がどんな仕事をするのかというのを審議しなくては、北斗産業に決

めるということにならんでしょう。まして、前回単純なミスですよね。

Ｈ型のヒューズが磨耗しただけで、全体がとまったということですよね。

結果として重大な事故だけど、原因は些細なことだったんですよ。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 今回の１２月議会で斎場だけでなく、ほか

の指定管理者の議案もあります。当委員会では福祉センターですかね。

企画がおりますので、企画のほうで答弁ができればと思います。 

 

下瀬俊夫委員長 何のことですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 ほかの指定管理者の議案もありますので、

環境課の北斗産業の資料というのは私どもだけが出すというのではなく、

ほかの指定管理者の議案もありますので、企画が取りまとめております

ので、その議案の参考資料の出し方も含めて、企画のほうで答弁をして

いただければと思いますので。 

 

別府企画課行革推進係長 大変申しわけございませんが、この指定管理者の取

りまとめは企画課がしておるわけでございますが、その中で委員会に提

出する資料を統一的にこれとこれを出すようにというような指導は、大

変申しわけありませんが行っておりませんでした。選定委員会の任務に
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つきましては募集要項とか仕様書の内容に沿った形で、提案のあった業

者が市民サービスを充足させるような、今後３年間でそういう仕事がで

きるかというような内容を見た上で、指定管理者の候補者ということで、

今回斎場であれば５名の審査員、選定委員がおりましたが、選定委員の

合議で点数を評価して、合格点を満たして、その点数をもって指定管理

者の候補者として決定したというところでございます。募集要項とか仕

様書につきましては、市が定めたものとして、ホームページ上でも公開

しておりますので、こういったものについては資料としての提出も可能

かとは思います。選定委員会で点数をつけておりますので、その点数の

一覧表のようなものもお出しすることは可能かと思います。 

 

矢田松夫副委員長 何をもって判断したのかという資料、質問したら答えるこ

とができんでしょう。次長も答えられんですいね。何をもって北斗産業

に３年間指定管理者として任せたのかという、何をもってという資料が

ないと判断の材料が、判断の基準ができんでしょう。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 判断というのは民生福祉常任委員会の皆さ

んに資料がないと委員として判断できないという意味ですか。（「そう」

と呼ぶ者あり） 

 

下瀬俊夫委員長 指定管理者選定委員会がどのような組織かという問題もある

んですが、今回公募しなかったということは随契ですよね。随契の根拠

というのはどうなんですか。それも含めて議論の対象じゃないんですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 指定管理者の選定の単独指定の基準を先ほ

ど木村主査が説明しましたけれども、それに基づいて・・・。 

 

下瀬俊夫委員長 単独指定だったら随契してもいいかどうかという問題とは違

うでしょうが。随契ですよ。随意契約というのは当然審査の対象でしょ。

単独指定の基準はおたくの問題でしょ。議会は議会として随意契約がど

うかについての判断基準が迫られるわけじゃないですか。そういうこと

じゃないですか。それで行くんだったら、例えば中央福祉センターだっ

てそうでしょ。社会福祉協議会がずっと一貫して管理しながらやってい

るわけでしょ。だけど今回ここは公募しているじゃないですか。基準が

当たるか当たらないかの問題とは違うわけですよ。だからなぜ公募しな

かったのかという問題とは違うんです。単独で行きますという話しとは。

基準で満たされるからいいんだったら、これから別に公募なんてせんで
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いいじゃないですか。福祉センターだって公募しなくていいじゃないで

すか。ほかは皆公募しているのに、なぜこれだけ公募しなかったのかと

いう話なんです。 

 

別府企画課行革推進係長 このたび、ほかに都市公園３施設と中央福祉センタ

ーが指定管理の更新をしております。今御指摘のとおり公募せずに単独

指定をしているのが斎場だけで、ほかの施設は公募した上で候補者を決

定しています。指定管理について言うと、契約ではなくて協定を結ぶと

いう内容です。契約ではない。それと中央福祉センターと公園のうちの

北部公園と山陽公園につきましては、過去２回単独指定をして、それぞ

れシルバーと社会福祉協議会に単独指定で指定管理を出しております。

先ほど説明のありました単独指定の基準の中で、その中で単独指定をし

てもいいんだけどサービスの質を維持し、更に高めていくために公募と

いうのが原則と考えておりまして、競争環境の保持が不可欠であること

から、単独による指定の継続は最大２回までとするが、その後公募によ

る選定において従来の団体が選定されることを妨げるものではないとい

う規定を設けております。単独指定は２回までだよというような取り扱

いを定めていることにしたがって、中央福祉センターと公園の２施設は

このたび公募をしたというような流れになっております。 

 

下瀬俊夫委員長 それはおたくの都合でしょうが。公募するかしないかという

のは。だけど、ここに出てきた場合はなぜ公募しなかったのかという、

そこら辺のきちんとした説明が要るでしょうが。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 先ほど木村が言いましたように、単独指定

の基準２番に基づいてということで説明したと思うんですけど、非常に

特殊性の強い業務でありますので、そして施設も非常に老朽化している。

その辺を含めて、単独指定のモニタリング等も行われた総合的な審査、

その他利用者の現状のサービスの満足度等を総合的に判断して単独で行

きたいということを私どもが考えて、そういう形にさせていただいたと

いうことであります。特に新火葬場の兼ね合いもありますので、今最後

の３年、４年の間に指定管理者を変えていくと、この古い施設をメンテ

ナンスしながら運営しているわけですので、それを別の事業者に変えて

いくというのは非常にリスクが高いという判断も私個人の中にありまし

たので、この基準に合致するということで、単独指定を行ったというこ

とです。 
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下瀬俊夫委員長 公募をするかしないか。公募をして来なかった段階で、こう

いう手続を踏むというのは意味がわかるんですよ。最初から基準に合致

するからいいんだ、公募しなくていいんだという判断だけで、ここに出

されたわけでしょ。随契と言うとか言わないとか関係ないんですよ。こ

の業者しか選らばなかったわけだから。その問題が議会としては、どう

いう判断するかという判断基準に迫られるわけですよ。執行部がこうい

う判断をして、この業者に決めましたということよね。その問題が今問

われているわけだから。判断基準として公募しなかったのがどうでしょ

うかという、そこの問題について、ここで議論がされているわけでしょ。

おたくの基準はおたくの基準でいいんですよ。議会には議会の基準があ

るわけだから。議論の。 

 

矢田松夫副委員長 単独指定は、結論から言うと、今までの経験だという判断

に基づいて北斗産業に決めたという結論なんですが、私は北斗産業だろ

うがどこの指定管理業者であっても、決めた資料は出せないんですかと

言うんですよ。特に選定委員会に出されて審議されたわけですよね。そ

の審議された資料でさえ出されないんですか。どういう経過で北斗産業

に決めたのかという判断材料をここに出してほしいということなんです。

そういうものがないと言えば別ですよ。ほかに会社がなかったからこの

会社に決めたんだと。特に今まで問題になっているのは、そこで働いて

いる人の賃金をどんどん下げてきた結果なんですよね。それも今まで問

題にしてきたわけなんですよ、当委員会で。だから全体の中身がわから

なければ、審議のしようがない。よその委員会はよその委員会なんです。

山陽地区の公園の件だってたくさんありますけれども、委員会が違いま

すから。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 単独指定をしたという、決定したことを言

われるのか、選定委員会の各審査の点数については出せるということで

すので、出せると思います。もっと具体的にどういう資料をと言われる

のか、矢田副委員長が言われるのはそういう点数じゃなくて、それ以前

の話ですか。 

 

矢田松夫副委員長 そういうことです。今まで出していたでしょう。 

 

下瀬俊夫委員長 それは環境の審査会の結果については、環境課ではなしに企

画の所管になるわけですか。この審査会にかかったときの判断基準とい

うのは環境課ではないでしょ。 
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佐久間市民生活部次長兼環境課長 点数の基準点のつけ方とか項目とかは環境

課でやっております。 

 

下瀬俊夫委員長 選定委員会はおたくの所管じゃないでしょ。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 選定委員会は私どもの所管で、企画と協議

しながら、企画が総まとめですので、協議会そのものは私どもで運営し

ております。 

 

下瀬俊夫委員長 そうですか。ではこの問題について議論してもいいわけです

ね。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 選定委員会そのものはそうです。ただ要綱

とか各課の調整もありますから、まとめの部分は企画でやっております

けれども、斎場の選定委員会そのものは私どもで基準表とか作成してお

りますので、それは私どもで結構です。 

 

川上市民生活部長 選定委員会の事務は企画がやっております。選定委員会自

体は企画が事務局を持って開いております。その結果については一覧表

を私どもももらっております。 

 

下瀬俊夫委員長 点数で。 

 

川上市民生活部長 どういう項目についてどういう点数にされたというものは

持っております。合計５０点満点でどういう点数が入って、これは基準

点以上に達していますので合格ですよというのは持っています。これは

出せると思います。 

 

下瀬俊夫委員長 その分じゃないんです。矢田議員が言うのはその分じゃない

んです。 

 

矢田松夫副委員長 さっきから同じことを何回も何回も言っている。北斗産業

から仕様書が出ましたかと、その仕様書をここに明らかにすべきじゃな

いかと何回も同じことを言いよるでしょう。点数の結果は言ってないん

ですよ。その点数の結果になる前の前段の話をしよるんですよ。 

 

下瀬俊夫委員長 出せるのか出せないのかだけ、はっきり言ってください。 
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佐久間市民生活部次長兼環境課長 市が募集要項で定めた仕様、斎場を運営す

るにはこういう仕様でということで、募集をかけたときの仕様書は出せ

る。それに応じて事業者が申請書を出してきます。それについては企業

情報その他諸々あるから出した例はないということです。もう一つはそ

れに基づいて審査したときの基準表、これに基づいて点数をつけて、最

終的に何点だったと。この基準表と点数については出せる。事業者から

出された申請書、いわゆる計画書と言いますか、これについてはそうい

う例がないということで、難しいんじゃないかということであります。 

 

石田清廉委員 私も過去に指定管理について一般質問を２度ばかりしています

から、いろんな資料をいただいているから、それがそうだったのか定か

でございませんが、いずれにしても、この北斗産業を単独指名したとい

う経緯の説明書、あるいは管理料が上がっているわけですよね、１００

万ぐらいですかね。そういう数字的なこともございますし、当然単独指

名する裏づけは実績として評価したという事業報告書に基づいて評価し

ているはずですから、そういうものが出せないかと副委員長がしきりに

言っているわけです。私もやっぱり議決を求める以上はそういう審査資

料が絶対必要だろうと思いますけどもね。いかがですか。 

 

（執行部協議中） 

 

下瀬俊夫委員長 休憩とろうか。（「休憩」と呼ぶ者あり）４時まで休憩。 

 

 

午後３時５２分 休憩 

 

 

午後４時５分  再開 

 

 

下瀬俊夫委員長 それでは再開します。今配られた資料の説明をしてください。 

 

別府企画課行革推進係長 企画課から２種類資料をお配りしました。１つが指

定管理者選定における単独指定の基準ということで、環境課の斎場にお

いてはこの中の２番、指定管理期間を終了し制度を継続する施設、こち

らのほうに該当したということで、単独指定を決めたところでございま

す。もう一つの両面コピーになっております指定管理者制度についてと
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いうことで、これが平成２７年度以降も斎場の指定管理を継続する、指

定管理者については単独指定にするということを庁議に諮って了承を得

て、その後決裁で正式に意思決定した際の資料ということでございます。 

 

矢田松夫副委員長 もう一度言いますが、北斗産業に決めた委員会が、指定管

理者から出された実績報告書とか決算報告書に基づいて、恐らく決めた

と思いますが、北斗産業に。その資料は出せないのかというのを最初か

ら言ったんです。出せなければ出せない。出せるのなら出せると。僕は

最初からそれをずっと言いよるんですね。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 審査項目と審査の点数が載っているのを用

意しましたので、それを配らせていただきます。それから、北斗産業さ

んが市のほうへ出された事業計画書、会社から出された資料については

企業秘密もありますので、提示することはできません。その内容を十分

精査して委員会では今お配りしましたような評価点をつけさせていただ

いているということでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 この資料について御質疑がありますか。 

 

岩本信子委員 単独指定の基準の中で２番を適用された。そして十分な事情聴

取に基づいて作成されたモニタリングシートというふうなことが言われ

ております。先ほどモニタリングシートは現場でのモニタリングシート

と言われましたが、これは現場のどういう方々を対象にされているのか。

例えばトップの人なのか、それとも本当に現場で働いている方のモニタ

リングなのか。その方たちの待遇とか、そういうのも入っているのかど

うかをお聞きします。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 モニタリングは全員にやっております。両

斎場を管理する北斗産業の取締役であります管理者と従業員含めてやっ

ております。 

 

岩本信子委員 その内容なんですが、職員の待遇もモニタリングシートの中に

はあるんですかどうですか。 

 

木村環境課主査兼生活衛生係長 その部分につきましては、モニタリングの中

でサービス向上に関係する分と利用者トラブル等という項目があります

ので、そちらのほうでお話をさせていただいております。斎場のほうに
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たびたび足を運ぶようにはしております。そこの管理者ないし従事する

人たちにいろいろとお話を聞いたり、何か問題がないかということは絶

えず確認しているつもりです。 

 

下瀬俊夫委員長 ３番目の利用者対応、サービス向上の問題が１４点満点で皆

１０点いかないよね。これは何か問題があるんですか。 

 

木村環境課主査兼生活衛生係長 審査基準表の中のということですよね。 

 

下瀬俊夫委員長 はい。 

 

木村環境課主査兼生活衛生係長 この３番の利用者対応、サービス向上等につ

いてということで、１４点満点で点数が皆さん平均で８．８点というこ

とでちょっと低いんじゃないかという話もありますけども、これも審査

基準表をおつくりしておりますけれども、基本的には審査基準表の中に、

差をつけるために、これはすばらしいというような完全なるものと、そ

こまではいってませんよというものと、普通と、それ以下であるとか、

全ての項目がそういうわけではないんですが、大半はそのように決めて

おりますので、斎場だけでなくほかのところも、ほぼ満点になるという

ことはなかなかないわけであります。上から２番目あたりをつけられる

と大体このぐらいの点数になるのかなと思います。評価的には決して悪

いほうの評価ではありません。 

 

下瀬俊夫委員長 一番高い点数をつけたＡ審査員の場合、ほかのところはほぼ

満点なんですよ。５番がちょっと低いけど、ほとんど満点に対して、こ

こだけ１４点満点で１０点いかないというね、一番大事なところでしょ、

ある意味では。利用者に対するサービスの対応についてというね。ここ

ら辺は選定委員会の中でもかなり疑問があったんですか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 選定委員会の中ではこの項目について特に

劣っているとか、そういう話はありませんでした。今説明したように点

数のつけ方というか、配分の仕方もあろうかと思いますが、委員会の中

ではこれが特にどうこうという話にはなってはおりません。 

 

木村環境課主査兼生活衛生係長 補足なんですけども、今こちらのほうに上が

っている審査表なんですけども、先ほどの分で言いますと３番の利用者

対応サービス１４点満点ということで、この項目は一つではありません。
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３番の中に、３つ４つぐらいの質問がありまして、その質問の中にまた

更に細分化でですね、点数をつけるようになっております。その積み重

ねでありますので、その項目の全部を高得点で行けば当然満点にはなる

んでしょうけども、差をつけるためにあえてそういう基準表をつくって

おりますので、こういう点数になっております。ただ、先ほども言いま

したように評価的には決して悪い評価ではないと思っております。 

 

下瀬俊夫委員長 差をつけると言ったって、１社しかないんだから差はつかん

よね。 

 

吉永美子委員 新火葬場の建設も考えて３年間とおっしゃったんですが、いた

だいた資料では次期指定期間はおおむね５年というふうに書いてありま

すよね。そうすると、環境課の思いでは３１年の３月末までには完成さ

せたいという思いでおられるんだから、せめて４年とかそういう形で次

期は５年としているのを３年で切ってしまうというのは、新火葬場建設

よりも以前に切るということになるんですが、この辺の整合性はどうで

しょうか。 

 

木村環境課主査兼生活衛生係長 庁議のほうで単独指定にしますよという話が

ありまして、今指摘がありましたとおりおおむね５年というような話も

ありました。ただ、環境課のほうとしましても新火葬場の建設を控えて

いるということもありますので、そのときの工事の進捗状況とか完成時

期、供用開始の時期は多少ずれ込みが考えられることから、その影響が

出ない３年間としています。その後の２年を含み５年で定めておくとな

かなか金額等の変更が難しく、柔軟な対応ができないということで、今

回は３年で一度切るという形になっております。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。それでは質疑を打ち切ります。議案第１０１号

山陽小野田市斎場の指定管理者の指定について討論のある方。（「なし」

と呼ぶ者あり）討論なしと認めます。それでは賛成の議員の挙手を求め

ます。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致であります。もう１件残っていた分はどうしますか。 

 

佐久間市民生活部次長兼環境課長 他市のごみの持ち込みの状況、指定袋で持
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ち込むかどうかという点と、環境衛生センター、現場でのトラブル。そ

れと防府市のクリーンセンター、今防府市が全て無料となっております

が、その辺の経緯について、私のほうから条例と指定袋の関係で御説明

しますと、本市を除く１２市のうち山口市と萩市が指定袋での持ち込み

も記載があります。両市はともに無料の規定、２０キロまでとか１０キ

ロまでとか無料の規定がありません。ということで指定袋だと無料です

けど、指定袋買っていますので、無料規定がありません。本市の場合は

無料規定２０キロを設けていますので、普通のごみ袋で行っても２０キ

ロまでは無料ですので、指定袋買わなくてよろしいですので、そういう

兼ね合いで２市が指定袋で持ち込んだ場合は、その部分は無料にします。

指定袋事前に買っていますので、そういうことになっております。環境

衛生センター等については担当のほうから説明します。 

 

渡邉環境課主幹 現場での苦情の件ですけど、記録は取っていないので、件数

についてはわからないということですけど、ほぼ毎日苦情はあるという

ことでした。何度も持ってこられる人もいますけど、たくさんの人が持

って来られるというふうに言っておられました。特に持ち込みの理由は

聞いてはいないんですが、何件か聞いた話では、その日に出そうと思っ

たら収集が終わっていたので、自分で持ち込んだというのがあるという

ふうに聞いております。それからトラブルの内容ですけど、やはり指定

袋に入れる、入れないが多い。それから受付を最大３度通らないといけ

ないというのも多いし、よく持ってくるんで降ろす場所もわかっている

し、１００キロないのがわかっているんで、直接資源ごみのところに捨

てに行ったり、受付を通らない人がいる。通るのが面倒くさいと言われ

る方もいるということです。それから降ろす場所、ごみのピットもあれ

ば、資源ごみの置き場がそれぞれ違いますので、いろいろ回るのが面倒

くさいという話です。それからこれは苦情ではないんですが、トラブル

なんですけど、指定ごみ袋に入れている人、一部入れている人、とりあ

えず指定袋だけ降ろして来てくださいと説明するんですけど、戻って来

たら全部降ろしてしまっていて、結局計量できなくて、最初見たとき１

００キロあるなと思えるようなのが、実際量れていないので、料金とる

とらん、実際幾らとるかトラブルになるということもあると聞いており

ます。苦情についてはきつい口調で言われる人もいれば、厭味のような

形で言われる人もいますし、窓口で言う人、ピットで言う人、ごみを降

ろす場所で言う人いろいろあるんで、件数的にはわからないし、受けと

める職員によっても苦情として受けとめているかどうかわからないとい

う部分もあるようで、実際はかなり苦情があると認識しております。 
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木村環境課主査兼生活衛生係長 先ほど吉永議員から言われました防府市のク

リーンセンターの件です。今確認しましたところ、確かに２６年の４月

１日から、今までの建物を全て取り壊しまして、新たに建てかえという

ことで営業を開始してらっしゃるということであります。防府市は、こ

の一覧の中にも全て無料という形になっていますけども、クリーンセン

ターに持ち込むごみについては、あくまでもやはり無料だということと、

そのとき指定袋は要らないということでありました。昔から持ち込みに

ついては全て無料という形でいっておりますので、防府市の考え方とし

ては持ち込んだごみについては、とにかく市民サービスという形で考え

ているということであります。当然ですけども、各地区の回収ごみは指

定ごみ袋に入れたものしか回収しないということでありました。 

 

吉永美子委員 先ほど渡邉主幹から御報告があった苦情問題がですね、今市が

考えているやり方に変えることによって、ほぼ解消されるという流れに

なって行きますか。 

 

渡邉環境課主幹 受付を通る回数も減りますし、一発で計量ができるというこ

とで、かなり苦情のほうは解消できるというふうに考えております。 

 

吉永美子委員 確認しておきたいんですけど、袋が普通の袋に変わると、例え

ば真っ黒のだと中が見えなっかたりして、以前別問題ですけど、小野田

市のときに真っ黒いごみ袋だったですけど、注射器の針が上を向いてい

て、回収される職員の方に刺さったというようなことがあって、黒いの

は本当に中が見えないから、どういうものが入っているかわからないと

いうことで、大変危ないというところがあるので、その辺については色

とかはきちっと中が見えるものということで限定をし、そういったこと

についても市民に徹底していただけますか。 

 

渡邉環境課主幹 袋の色については吉永議員が言われましたとおり中身が確認

できるものに限らせていただきたいと考えています。先般もかなり巨大

な金属製の物が焼却炉から出てきましたので、そういったことがないよ

うに、そういったことを防ぐために中身が確認できる透明の袋、半透明

の袋で出していただくようにお願いをしていきたいと考えています。 

 

三浦英統委員 議案の説明の中には任意のごみ袋で持ち込めると、こういうよ

うな表現がしてある。今言われたのと違うんじゃないですか。 
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佐久間市民生活部次長兼環境課長 議案説明は任意のとなっていると思います

が、周知期間がありますので、任意といっても真っ黒ではこちらも困り

ますので、今言いましたように透明、半透明で徹底できるようにしてい

くということでございます。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかにありませんか。いいですか。（「はい」と呼ぶ者あり）

それでは質疑を打ち切ります。議案第９１号山陽小野田市廃棄物の処理

及び清掃に関する条例の一部を改正する条例の制定について、討論のあ

る方。 

 

岩本信子委員 私はごみ出しは受益者負担ということがあると思います。これ

を見させていただくと１５キロまではゼロです。だから（「２０キロ」と

呼ぶ者あり）２０キロまではゼロです。だから、その日出せなかったか

ら持って行ったからと言っても取っていただけます。ゼロで。本当に出

るのは引っ越しのごみとか、それから１年に１回大掃除したときのごみ

とか、そういうのだと思いますので、そういうごみはやはり受益者負担。

これはやはり高くなるのではないかという懸念はされていますが、受益

者負担の面から見たら、これは賛成できると私は思っております。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかにいいですか。討論を打ち切ります。この議案に賛成の

議員の挙手をお願いします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致ですね。３５分まで休憩します。 

 

 

午後４時２６分 休憩 

 

 

午後４時３５分 再開 

 

 

下瀬俊夫委員長 再開します。議案第９５号山陽小野田市放課後児童健全育成

事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について、入りま

す。それでは執行部の説明を求めます。 
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川﨑こども福祉課長 議案第９５号は、山陽小野田市放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定であります。条例の内

容について、お配りした説明資料により説明させていただきます。放課

後児童健全育成事業とは、保護者が日中に就労等で家庭にいない小学生

に対し、授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与え、その健全な育

成を図る事業です。放課後児童クラブの質を確保する観点から、子ども

子育て関連３法による児童福祉法の改正により、これまで法人等でも可

能であった事業の実施主体が市町村となり、事業の実施における設備及

び運営についての基準を市町村が条例で定めることとなりました。この

ため、国の定める基準を踏まえ、市が実施する本事業の設備及び運営に

ついての基準を定める条例を制定するものです。では、条例案について

御説明します。資料１ページの表をごらんください。列の左から条、項

目、国の基準、基準類型、一番右が本市基準案です。国の基準の中で、

①、②とあるのは、それぞれの条の中の第１項、第２項を示しています。

第 1 条は、本条例の趣旨を定めるものです。委任を受けて条例を定める

場合の趣旨規定として、国基準のとおり、根拠及び委任された事項を明

示しています。第２条は、用語の定義を定めるものであり、国の基準省

令では定義規定をおいていませんが、本市条例では定義規定を設けてい

ます。第３条、４条は、条例委任された基準そのものではありませんが、

この条例で定める基準の原則を明記するものとして、国基準のとおりで

規定しています。資料２ページをお開きください。表の基準類型の欄に

参酌とあるのは、国基準を参酌すべきものであり、従うとあるのは、国

基準に従うべきものとなります。第５条の放課後児童健全育成事業の一

般原則から、第９条の設備の基準までは、国基準を参酌すべきものであ

り、これらについては、本市の実情に国の基準と異なる内容を定める特

別な事情や特性はないことから、原則として国の基準どおりとしていま

す。ただし、第５条の中に、本市独自の規定として、本市暴力団排除条

例に示す暴力団及び暴力団員であってはならないことの規定を設けてい

ます。また、第９条設備の基準において、専用区画の面積の規定があり

ますが、これについて、現在運営している既存事業において、ここに規

定する児童１人当たりおおむね１．６５平方メートル以上という基準を

満たしていない施設があるため、当分の間これを適用しないことの経過

措置を附則第２条において設け、現在利用している児童の受入を可能と

することとしています。資料３ページをお開きください。第１０条の第

１項、２項、３項については、職員の配置基準と資格要件が定められて

おり、これは国に従うべき基準であるため、国基準のとおりとしていま

す。第１０条第４項の一の支援単位を構成する児童の数を、おおむね４
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０人以下とする規定は参酌すべき基準であり、これも国基準と異なる内

容を定める特別な事情はないことから国基準のとおりとしますが、現在

の既存事業所において、これを満たしていない施設があるため、現在利

用の児童の受入を可能とするため、附則第４条において、当分の間これ

を適用しないことの経過措置を設けています。第１０条の５項、これに

ついても国基準に従うべきものでありますので、国基準のとおりとして

規定しています。第１１条から次の４ページの第２１条までは、利用者

を平等に扱う原則、虐待等の禁止、運営規定等の整備、開所時間等につ

いて定めるもので国基準を参酌すべきものであり、これらについても特

に異なる内容を定める事情等はないため、国基準のとおりとしています。

施行期日については、附則第１条に規定するとおり、子ども子育て支援

法及び関係法律の施行の日からとし、現状では平成２７年４月１日から

の予定となります。また、附則第３条、職員の研修修了にかかる経過措

置については、国基準のとおりとして定めております。以上で説明を終

わります。 

 

下瀬俊夫委員長 説明が終わりました。今の資料の条文に沿って対応したいと

思います。議員の皆さんの質疑を受けたいと思います。 

 

岩本信子委員 国基準に満たしていない本市の基準があるわけなんですが、こ

れはどうなんですか、まず面積的なもので満たしていない施設があると

書いてありますが、どことどことどこという施設名がわかりますか。 

 

川﨑こども福祉課長 このたび関係法律の整備によりまして児童クラブ対象児

童が６年生まで受け入れが可能となったわけですが、それについては計

画的に受け入れをしたいと考えております。現在３年生まで受け入れて

いる現在の利用人数で考えますと１人当たり１．６５平方メートルを満

たしていない施設は５カ所あります。場所としましては、本山、赤崎、

須恵、高千帆、高泊です。ただしこれらの施設については、いずれも併

設している児童館スペースがございますので、児童館の機能を阻害しな

いようにうまく共有することにより受け入れを実施しておるところです。 

 

岩本信子委員 もう一つ、支援の単位を校正する児童の数は、おおむね４０人

以下ということでありますが、これ今４０人を満たしていない施設がど

ういうところがあるのか教えてください。 

 

川﨑こども福祉課長 おおむね４０人を満たしていない施設といいますのも、
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先ほどと同じように現状の３年生までの受け入れで現在の平均利用人数

で考えますと３カ所です。赤崎、須恵、高千帆になります。これも児童

館スペースをうまく共有することで実施しております。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。 

 

岩本信子委員 今小野田側ばっかりで言ったんですけれど、山陽地区では学校

の施設を使ってやってらっしゃるということですが、これは今の基準ど

おりにきちんとできているという判断でよろしいんですか。人数とか、

場所の基準とか、設備の基準とかもですが。 

 

川﨑こども福祉課長 山陽地区については厚狭クラブのみ別の建物がございま

して、それ以外は小学校の空き教室を利用しております。それらの厚狭

地区の施設については、いずれも基準を満たしておる、基準以内の人数

で運用ができております。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。ないですか。今後６年生までという話なんですが、

計画的にというのはいつ頃まで具体的にどういうふうな計画なんですか。 

 

川﨑こども福祉課長 今後６年生までの受け入れをしたいというふうに考えて

おりまして、４年生、５年生、６年生までを対象にしたニーズ調査を今

年度８月に実施いたしました。そのニーズ調査の結果をもとにこれまで

の平均利用率等を勘案しまして、今後の６年生までの受け入れの人数の

見込みを立て、それをもとに現状の施設ではどれだけ足りないのかとい

うものを出しまして、当面５年程度を目標に施設整備、民間委託等や学

校の空き教室の利用も含めて整備計画を今検討しておるところです。 

 

下瀬俊夫委員長 学童保育の場合は、整備計画ですか。事業計画ではないんで

すね。 

 

川﨑こども福祉課長 事業計画の中にも入っております。 

 

矢田松夫副委員長 ５カ所ほど専用区画が基準に満たしていないということな

んですが、これについては当分の間経過措置となっていますが、当分の

間というのは解消をされた場合と思うんですが、それどのように解消さ

れるのか。 
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川﨑こども福祉課長 できるだけ今ある既存の施設で運用できないかというの

を考えております。まず基本としてできれば第一は学校の空き教室が利

用できないか、教室がない場合については周辺の民間の施設への委託が

できないか、どうしてもそういったものがどこもない場合には増築を検

討していかないといけないのではないか。そういう方針でなるべく早く

に受け入れができるように計画を考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。児童館との共有ですよね、どっちかといえば今学童

クラブが児童館をかなりの部分占めているということで、本来の児童館

事業になかなか支障が出ているという面があるよね。ここら辺はいつご

ろに向かって解消するという計画はあるんですか。 

 

川﨑こども福祉課長 今考えております５年をめどにという計画は、今不足し

ているところについては児童館スペースを共有という形ですが、この計

画に当たっては、児童館スペースは児童館スペースとして確保して、そ

こを空けた状態でクラブが維持できるという計画を考えております。で

すので、事業計画ができた時点で児童館スペースは確保できると思って

おります。児童館の機能につきましては、現場を回ってみたんですが、

どこもやはり土曜日に児童館教室の実施をしているところがほとんどで

ございまして、または学校が早く終わる水曜日に一部実施している児童

館もございますが、土曜日は児童クラブの利用者は少ない状態でありま

すので、基本的に児童館の機能を妨げている状態ではないかなとは考え

ております。今後の整備計画において児童館スペースは児童館スペース

として完全に確保できるような計画を考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 結局共有という方向はかなり続くわけですよね。共有という。

いわゆる児童館で児童館事業と学童保育事業が共有するというわけです

よね。そうすると共有が続く限り児童館事業を本格的に展開するという

ことに支障が出るんじゃないかと思うんだけどね。同じ担当課ではある

んだけど、そこら辺の今後の計画性の問題については、すみ分けってい

うかね、どこかきちんとしたほうがいいと思っているんですが、いかが

ですかね。 

 

川﨑こども福祉課長 今５カ所の中でまだ検討段階ではあるんですが、早いと

ころではできれば２８年度、２９年度くらいからはきちんと児童館スペ

ースは児童館スペースとして空けておいて、それ以外の空き教室を利用

して児童クラブをしていくという形の計画を立てておりますので、そん



86 

 

なに長い間共有するということはないと思っています。今計画を立てて

いる５年間のうちには、児童館スペースの共有はなくなるというふうに

考えております。 

 

岩本信子委員 今のに関連してなんですけど、学校の空き教室ですね。福祉と

また違う教育委員会の関係ですよね。それについては、以前一般質問を

したときに、教育長は空き教室ありませんと言われたことがあるんです。

はっきりと。児童は減ってくるしあるだろうと私は思っていたんですけ

ど、その点の今話し合いとか、５年間のめどでやりますとか言われまし

たけど、私は学校の空き教室がやはり一番いいのかなと思っているんで

すけど、教育委員会との整合性とかその辺はどうなっていますか。 

 

河口こども福祉課主幹 今の御質問ですが、基本的に空き教室がない学校も実

際にあります。例えば厚狭、高千帆というのは児童数が多いので、実際

に空き教室がないという現状があります。教育委員会を通じながら各学

校に対して空き教室の状況を確認しております。実際に学校に電話をし

ながら空き教室が何教室あるかということも含めながら確認をしており

まして、正式にはこの辺の計画が固まり次第、教育委員会とは話し合い

を続けていきたいというふうに。状況だけを把握しているのが現状です。

以上です。 

 

岩本信子委員 今お聞きしますと、高千帆と厚狭が空き教室がないと。でも厚

狭はそれぞれの児童クラブの建物を建てましたよね、新しく。だからそ

こで６年生までの解消はできないんですか、新しく建った去年、おとと

しだったかな建ったばっかしなのにその辺は。 

 

河口こども福祉課主幹 意向調査の結果からみますと、今２部屋あるんですけ

ども、２クラスといいますか、ありますがこれじゃ足りないというのが

現状であります。１人当たり１．６５平方メートルの基準からみると。 

 

吉永美子委員 ９５号で聞くか９６号かと思って悩んでいたんですが、職員の

関係ですね、今現在、社会福祉協議会に委託してされている放課後児童

クラブの中で先日一般会計の中でも問題としました賃金の問題ですね。

この辺については改善の方向になるという動きはありますでしょうか。 

 

河口こども福祉課主幹 議会のほうでお話があったということもありますし、

基本的には賃金の改善をしていきたいというふうに考えております。 
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岩本信子委員 ちょっと今の答えは。社会福祉協議会が委託を受けてやってい

るということなんですが、他市いろんなところをみますと、ＮＰＯ法人

がやっていたり、保護者の団体がやっていたりとか、いろんなことをう

ち以外のところはいろいろなことで工夫されてやっているんですけど、

うちの事業としてそのような例えばＮＰＯ法人があったらそちらに任せ

ていくとか、そういうふうなＮＰＯが手を挙げてきてやりたいとか他市

もありますので、そういうふうなことはどうでしょうか。ちょっと視野

に入れてらっしゃるかどうかだけをお聞きしたいと思いますが。 

 

河口こども福祉課主幹 先ほどの賃金の話は予算のこともありますので、賃金

については、改善する方向で計上したいと思っています。それから今の

お話ですが、ＮＰＯ法人、お話が全く私らの周りにはないのですが、こ

ういうことをやっていきたいなという話を伺っているところもあります。

この辺はまだ確定ではありませんので、今後ＮＰＯではないんですけど

も、そういう団体がありましたら、協議は進めていきたいと思っており

ます。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。いいですか。なければ私のほうから。今の件ですが、

例えば別法人が手を挙げるって、今の場合は一括して全部の学童クラブ

の委託になっていますよね。これを例えば個別に対応できるような仕組

みになるのか、ならないのか。これが１点です。例えば１つの児童館に

対してですね、委託ができるかどうか。２点目はですね、今大体指導員

は有資格者ですよね、保母さんとか教員の。今回この条例改正によると

その資格要件は余りうたってないのではないかと思うんだけど、そこら

辺はどうですか。この２点を。 

 

川﨑こども福祉課長 今社会福祉協議会に全てを委託しております。今後個別

な民間施設に民間事業所にここの地区だけを委託するという方法は可能

であろうと考えております。そういった方向を考えていきたいと思って

おります。資格につきましては、条例案の第１０条に国の従うべき基準

として挙がっております。これは国の従うべき基準で支援員の資格要件

を定めておるものでございまして、これは児童の遊びを指導する者とし

て規定されている資格要件と同じ要件で定められております。児童クラ

ブでは遊びを指導するに加え、生活の指導も行う必要がありますので、

その生活の指導を行う部分について県が行う研修を受講することが必須

となっております。ただこの受講については５年間の経過措置がござい

ますが、そういった研修を受けることによって有資格者でない者も、指
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導はきちんとできていくのであろうと考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 保育所の関係も今回の条例改正の中で研修を受けるだけでい

いという部分があったんですよね。いわゆる保育士の資格がなくても、

研修受けるだけでいいんだというね。それはやっぱりこの委員会では大

変、その基準そのものがおかしいんじゃないかという議論がありました

んで、この学童保育の児童クラブの支援員もね、研修でという話になる

と最低基準としてもどうなんだろうかということになるんですけどね。 

 

川﨑こども福祉課長 そのあたりについては、研修は県のほうで実施されるこ

ととなりますが、当然県のほうでもそれなりのきちんとした研修内容を

組まれるというふうに理解しております。 

 

下瀬俊夫委員長 理解はいいんだけど。 

 

矢田松夫副委員長 今の関連ですけども、２年以上関連事業施設等に訓練とい

うか研修した者は従事者でいいですよとなっていますが、そういう類似

団体というのがどういうとこを指すんですか。 

 

川﨑こども福祉課長 類似事業について済みません、今この事業というふうに

申し上げられるものを、申しわけありません、持っておりませんが、言

葉のとおりこれと類似するような児童福祉にかかわる事業というふうに

なると思います。 

 

伊藤健康福祉部次長 一般的には保育園、幼稚園です。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。今の１０条の４項おおむね４０人以下ってなっ

ていますが、４０人に満たないということで当面の間これを継続すると

いう話ですが、ここら辺は参酌基準なんで、もっと市が独自に柔軟な対

応ができなかったんだろうかと。国の基準どおり４０人以下という必要

があるんかどうかという問題があるんですけどね。 

 

川﨑こども福祉課長 国の基準省令につきましては、社会保障審議会の中でそ

の児童クラブの基準に関する専門委員会が設けられまして、そこで議論

されたものを踏まえて国のほうで策定したものでございます。そういう

児童の健全育成のために専門的な視点で考えられた基準であるので、本

市としてもそれが適当であろうということで国の基準どおりとしており
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ます。 

 

下瀬俊夫委員長 時間延長します。何時というのはまだ言いにくいですね。そ

れはわかるんですよ。国が当然４０人以下というのを決めた以上、一定

の根拠があるんだろうと思うんですが、参酌基準だから当然市が独自の

基準を設けられるわけでしょ。だからそれをしなかったのは、そこまで

まだ考えていなかったということなんですか、国の基準を踏襲したとい

うのは。 

 

川﨑こども福祉課長 これまではガイドラインによって運用しておりました。

そのガイドラインも内容的にはこれと同じ基準が示されております。そ

れにしたがってこれまで運用してきたわけです。これまで運用してきた

中で本市としましても、この基準は変えるべきだというものはありませ

んでしたので、本市としてもこれが適当だというふうに考えております。 

 

岩本信子委員 先ほどから支援員のことが出ておりますが、国の基準どおりに

従うということになって、従うんですが、もっと例えば厳しく、うちは

ですね、児童クラブというのは家庭的な母親がいない子供たちを基本的

な生活習慣の確立とか健全な育成を図るという、保母さんじゃないとい

けん学校の先生じゃないといけんそういうものはないと思うんですよ、

児童クラブというのは。でもここにこの支援員という形で出ていると思

うんです。だから国の基準どおりに従うんですが、うちはもっと厳しく、

例えば保母さんの資格が要りますとか、いずれ１人は絶対に入ってもら

わないといけないとか、今ここ見ると支援員の数は単位ごとに２人以上、

ただし１人を除いては補助員とすると書いてあるんですけど、支援員が

例えば一番下ですね、類似事業に従事して市長が認めるものってこの辺

が私としたら怪しいなという部分がありますので、厳しく国の基準より

できるのかどうかをまずお伺いしたいんですが。 

 

川﨑こども福祉課長 ここの部分については、国の基準に従うべき基準とあり

ますので、従うことが適当である、従わざるを得ないというふうに考え

ております。 

 

岩本信子委員 だから国の基準に従うと、一番下の部分は私にしてみたら曖昧

だなと思うから、もっとうちの基準どおりでもっと厳しい基準、従うん

ですけれど、にならないのかを言っているんです。変えることができる

のかということを言っているんですが。 
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下瀬俊夫委員長 従うべき基準と参酌基準と２つあるわけだからそこら辺をき

ちんと言ってください。 

 

川﨑こども福祉課長 この国の基準は従うべき基準と参酌すべき基準ときちん

と定められております。今言われたここの第１０条第３項にあたる部分

の一番最後に規定してあることですが、これは国の従うべき基準ですの

で、これを市のほうで強くするということはできないというふうになり

ます。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。それでは最後に１点。実は今参酌基準、従うべ

き基準というふうに言われました。ある意味では、独自の市の条例がで

きるわけですよね。よその自治体ではこれをパブコメにかけて一定期間

市民の意見を聞くというのを設けているところがあるんですよね。これ

保育所関係もそうでした。山陽小野田市の場合になかなかそういう条例

をパブコメにかけるというのは今まで余りなかったんですが、それはな

ぜですか。 

 

川﨑こども福祉課長 おっしゃられたとおり、他市においてはパブコメに条例

をかけているところも幾つかあります。本条例については、パブコメを

かけるという流れができておりませんでしたので、かけていなかったと

いうことです。 

 

下瀬俊夫委員長 やはり保育所の関係もそうなんですが、市民生活に非常に密

接にかかわるような問題については、私はやっぱり積極的に市民の意見

を聞くというスタンスがあってもいいんじゃないかなと思うんですね。

これは他の条例と若干違って市民が一番関心のある子育ての問題ですか

らね、そこら辺今後はぜひ研究していただきたいなと思います。ほかに。

なければ質疑を打ち切りたいと思います。議案第９５号山陽小野田市放

課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の制定

について討論のある方。（「なし」と呼ぶ者あり）賛成の議員の挙手をお

願いいたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致。引き続いて議案第９６号山陽小野田市児童クラブ

条例の一部を改正する条例の制定について。執行側の説明を求めます。 
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川﨑こども福祉課長 議案第９６号山陽小野田市児童クラブ条例の一部を改正

する条例の制定について御説明いたします。子ども子育て関連３法の制

定による児童福祉法の改正により、放課後児童健全育成事業の対象者に

ついて、これまでの小学校に就学するおおむね１０歳未満の児童から小

学校に就学している児童に改正されたことにより、山陽小野田市児童ク

ラブ条例を改正するものです。具体的には、第３条中、市内の小学校に

在学する１年生から３年生までの児童とあるのを、市内の小学校に在学

する児童とするものです。また、このたびの関連３法による放課後児童

健全育成事業に関する改正に直接関係するものではありませんが、同じ

く条例第３条中の保護者の就労等により家庭内で保育に欠けるものを保

育するという表現を、児童福祉法に規定する放課後児童健全育成事業の

定義である保護者が就労等により昼間家庭にいないものに、適切な遊び

及び生活の場を与えるとし、文言を整理するものです。なお、この文言

の整理により、対象となる児童の定義が変わるものではありません。 

 

下瀬俊夫委員長 それでは委員の皆さんの質疑をお願いします。 

 

岩本信子委員 改正前を見ると保育に欠けるものということであるんですが、

例えば家におじいちゃんとかおばあちゃんとかいたら保育ができますよ

ね。でもそういうこちらの改正後になるとそういう子供たちでも児童ク

ラブは使えるという理解でよろしいんですか。 

 

川﨑こども福祉課長 この文言の修正は今回言葉を児童福祉法に定義する文言

に改めて文言を整理したということで、対象となる児童が変わるもので

はありません。これまでどおり対象者や対象条件は同じです。 

 

下瀬俊夫委員長 保育に欠けるというのはこれ就労等により昼間家庭にいない

ものにということとほぼ同じ同義語ですか。 

 

川﨑こども福祉課長 内容的には同等の意味を持つものと考えております。 

 

下瀬俊夫委員長 これは結局、例の保育所条例、子ども子育てのね、あの変更

に伴う変更だと見ていいでしょ。 

 

川﨑こども福祉課長 児童福祉法のこのたびの改正によりまして、保育所に入

所する対象児童の定義が変わりました。これがこれまでは児童クラブの

ほうで挙げておりました保育に欠けるものを保育するという定義であっ
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たのが、これが改正されましてそちらのほうは保育が必要なものという

文言に変わっておるところです。これを受けてこの保育に欠けるという

文言が法からなくなってしまったこともありまして、この事業の文言整

理を行ったということになります。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかにありますか。いいですか。それでは質疑を打ち切りま

す。議案第９６号山陽小野田市児童クラブ条例の一部を改正する条例の

制定について討論のある方。（「なし」と呼ぶ者あり）ない。討論打ち切

ります。賛成の議員の挙手をお願いいたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致であります。それでは、議案第１０２号山陽小野田

市中央福祉センターの指定管理者の指定に入ります。執行側の説明を求

めます。 

 

伊藤健康福祉部次長 議案第１０２号山陽小野田市中央福祉センターの指定管

理者の指定について議案説明いたします。これは、中央福祉センターの

新たな指定管理期間の指定管理者について、議会の議決を求めるもので

あります。新たな指定管理の期間であります平成２７年４月１日から平

成３０年３月３１日までの３年間につきまして、指定管理者になること

を希望する団体を公募したところ、現在の指定管理者であります市社会

福祉協議会のみ１団体から応募がありました。この応募者につきまして、

市民公募者も含めた選定委員会で、選定基準に沿って審査した結果、選

定基準を超えていましたので、市としまして、新たな指定期間につきま

して、引き続き市社会福祉協議会を指定管理者にしたいということで、

議会の議決を求めるものであります。なお、参考までに、３年間の指定

管理料につきましては、一般会計第５回補正予算におきまして債務負担

行為補正に計上しておりますことを補足させていただきます。よろしく

御審議をお願いします。 

 

下瀬俊夫委員長 以上でいいですか。それでは議員の質疑をお願いいたします。

この選定委員会は申し込みのたびに公募して、いわゆる選定委員会を設

置するんですか。 

 

伊藤健康福祉部次長 そうです。 
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下瀬俊夫委員長 そうですか。簡単でいいですね。ほかに。 

 

矢田松夫副委員長 恐らく予想ですが、民間委員の方がゼロ点つけたんじゃな

いかと思うんですけれど、これ最初から想定内。ゼロ点というのは、ど

ういうわけかって聞いたってわからんと思うんですが、思い当たる節と

かあります、執行のほうから見て。こういうことだからゼロ点がつくな

と。 

 

伊藤健康福祉部次長 想像できません。 

 

岩本信子委員 今の４番目の５点満点でつけられている質問の内容なんですけ

れど、これは１つだけだったんですか、施設の経費削減ということで入

れられているから例えば細かい項目、経費的なものがあったのかどうか

をお聞きしたいと思いますが、内容はどうでしたでしょうか。 

 

伊藤健康福祉部次長 内容的には２点ありました。事業計画書の中で創意工夫

をもって全体的な経費の縮減が図れているかとか必要な経費を落として

いないかとか、無理な縮減をしていないかというような項目であります。 

 

下瀬俊夫委員長 いいですか。この４番目ですよね。合計点でいえば２５点満

点で４点というのはちょっとあんまりにもいかがなものかと思うんです

が、この施設の経費節減が図られたかどうかって施設そのものが古いか

らね、そこら辺が事業計画の中であんまり触れられないかなと思うんで

すが、そこら辺があるんかな。想像するしかないよね。おたくのほうで

あんまり答えられんのやったら。 

 

吉村社会福祉課主査兼地域福祉係長 社会福祉課の吉村と申します。４番の問

題なんですけども、４番２点ありまして、１点は維持管理費の縮減策と

実現性という項目と、もう一つは指定期間中の提案の金額はどうでしょ

うかというものでございました。２番目の指定管理の金額につきまして

は、私どもの提示した金額と同額を計上されておりましたので、これが

ゼロ点となります。計上した金額よりも削減した金額で計上されたら１

点、２点と高い点がつくんですけども、そこがゼロ点ということで３点

中３点がつかない。後は創意工夫がされていたでしょうかというのでゼ

ロ、１、２という点がつける場所でされていたと判断された方は２点と

いうふうにつけていただきましたけども、いやそうではなかったという

ことであればゼロ点という点がついたものですから、１つの項目につい
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て点数をつけていただいたことによってゼロという方もいらっしゃった

ということで考えております。 

 

石田清廉委員 お尋ねします。前期、後期に管理料がどのように変わったのか

を１つお尋ねしますことと、もう１点はゼロ点がつく以上は選定委員会

から指定管理発注者といいますか行政側からこれに対して経営努力をし

っかりと指導していただく立場にあるんじゃないかと思うんですけども

１社しかいないからゼロ点でもいいよという審査がなされたということ

は、今後ずっとこの汚点がつくんじゃないですか。このままでいいんで

すか。以上です。 

 

伊藤健康福祉部次長 指定管理料内で事をしておられましたということで、こ

れ例えば指定管理者が１００という指定管理料について８０しか使わん

やったと。経費縮減してええわけでありますけども、それが返ってくる

わけでもありません。市としましては１００という指定管理料について

ほんとは全部使っていただいたほうが税金で事やっておりますから市民

に還元してほしいという気があります。そこら辺がそういった採点項目

としてちょっと矛盾のあるところもあるわけでありますけど、指定管理

というのはどうしても市としては行政としては行政の目的を達したいと

いうことがあります。しかし受けた指定管理者は少しでも倹約してもう

けてやろうというところもあります。そこら辺の矛盾というのが元々指

定管理制度にはあるんじゃないかなと思います。管理料は前回よりも少

し少なくなっております。 

 

吉村社会福祉課主査地域福祉係長 社会福祉課の吉村と申します。前回が１，

４４２万円に対して今回が１，３２２万。 

 

下瀬俊夫委員長 委託料が減ったというのは、委託先のほうからの提案なんで

すか。 

 

伊藤健康福祉部次長 こちらの判断です。 

 

下瀬俊夫委員長 その根拠は何ですか。 

 

伊藤健康福祉部次長 指定管理者の決算を見てみますと、これまでの指定管理

料について赤が出ていなかったということで、それなら少し安くしても

ええかなと。 
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吉村社会福祉課主査兼地域福祉係長 訂正いたします。今回の指定管理料につ

きましては、根本的に見直しをいたしました。確かに前回赤も出ていな

かったということもあるんですけれども、結局今まで行政財産使用料等

をうちで市のほうがいただいていたと。それを今度は指定管理者である

方に徴収していただくということなので本来市に入っていたものを相手

方に渡すというもので差し引きして相手方の支払うお金が少なくなった

ということになります。 

 

下瀬俊夫委員長 それは年間どれくらいあるんかね。 

 

吉村社会福祉課主査兼地域福祉係長 電気代が８万７，０００円くらいですね。

それと行政財産使用料に関しては９，２５７円、それと社協からの光熱

水費等を計算して大体７０万くらいは今回社協さんに入るだろうという

ことで計算しております。 

 

岩本信子委員 市民の評価はどうとられているのかということをお聞きします。 

 

伊藤健康福祉部次長 市社会福祉協議会のほうで指定管理の部分についてのみ

のアンケートあるいは意見聴取というのはしておりませんけれど、市社

会福祉協議会の業務全体について指定管理も含めてですけど、いろいろ

と御意見箱とか不満があったら出してくださいというような制度はあり

ます。何とか満足いただいておるという状況であります。 

 

岩本信子委員 結局さっき言われたように貸し館が７０万円か入るといわれた

から減らしているんだけど、１２０万くらい減っているわけなんですよ

ね。これから見ると。７０万入るから差額が５０万くらい結局減額とい

うことになるのかなと思うんですが、その減額されたことによって市民

のサービスが低下するというようなことはないですね。その辺をちょっ

と確認したいんですが。 

 

伊藤健康福祉部次長 指定管理というのは、ある程度判断は指定管理者に任す

と。委託じゃないということで、こちらとしては市民の満足のために対

応していただきたいということを願うということであります。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに。なければ１点だけ。今回公募されましたよね。公募

したってことは別の事業者がここに手を挙げる可能性もあったわけです

よね。そうなってくると今いる指定管理者については今一応事務所を借
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りているという格好になっているわけですよね。そうすると今後はこの

お金を払って借りると、別の指定管理者になった場合は。そういうこと

も想定されていたのかどうなのか。 

 

伊藤健康福祉部次長 そのようになっております。 

 

下瀬俊夫委員長 それを想定していたわけですね。 

 

伊藤健康福祉部次長 はい。今回も指定管理者が市社会福祉協議会として使っ

ておるスペースにつきましては使用料をいただいておるということであ

ります。そのほかの団体もあります。保護司会もそのとおりであります。

以上です。 

 

下瀬俊夫委員長 ほかに皆さんのほうで。いいですか。質疑を打ち切ります。

議案第１０２号山陽小野田市中央福祉センターの指定管理者の指定につ

いて討論のある方。（「なし」と呼ぶ者あり）それでは賛成の議員の挙手

をお願いいたします。 

 

（賛成者挙手） 

 

下瀬俊夫委員長 全会一致。賛成であります。以上で本日の委員会は終わりた

いと思います。この次、５日の日参集をお願いいたします。どうも御苦

労さまでございました。 

 

 

午後５時２７分 散会 

 

 

平成２６年１２月２日 

 

民生福祉常任委員会委員長 下 瀬 俊 夫 














































